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論 j1

::説::

手
形
法
上
の
利
得
償
還
請
求
権

平

慶

道

出

一
利
得
償
還
請
求
権
の
再
構
成

ニ
利
得
償
還
請
求
権
の
成
立

三
利
得
償
還
請
求
権
の
行
使

図
利
得
償
還
請
求
権
の
譲
渡

五
利
得
償
還
請
求
権
の
消
滅
時
効

利
得
償
還
請
求
権
の
再
構
成

利
得
償
還
請
求
権
の
性
質
に
つ
い
て
は
、
各
種
の
法
的
構
成
が
芳
え
ら
れ
る
が
、
償
還
義
務
者
の
利
得
が
法
律
上
の
原
因
を
欠
く
も
の
と

性
質
論
と
そ
の
効
用

は
い
え
ず
、
利
得
が
請
求
権
者
の
財
産
ま
た
は
労
務
よ
り
生
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
要
せ
ず
、
請
求
権
者
の
損
失
に
お
い
て
義
務
者
が
利
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説

得
し
た
こ
と
を
要
せ
ず
、
ま
た
、
利
得
が
現
存
し
て
い
る
こ
と
も
必
要
で
な
い
か
ら
、
民
法
上
の
不
当
利
得
と
は
要
件
を
異
に
し
、
不
当
利

(
1
)
 

得
返
還
請
求
権
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
手
形
債
務
者
に
債
務
不
履
行
ま
た
は
不
法
行
為
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
損
害

〈

2
v

賠
償
請
求
権
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
そ
こ
で
わ
が
国
の
通
説
・
判
例
に
よ
れ
ば
、
こ
の
権
利
は
、
手
形
法
の
規
定
す
る
厳
格
な
遡
求

権
保
全
手
続
の
僻
怠
ま
た
は
短
期
消
滅
時
効
に
よ
っ
て
手
形
上
の
権
利
が
消
滅
し
た
場
合
に
、
手
形
債
務
者
が
手
形
の
授
受
に
よ
り
そ
の
実

::!?:h.. 
6岡

質
関
係
に
お
い
て
得
た
利
益
を
保
持
す
る
こ
と
は
衡
平
に
反
す
る
と
い
う
見
地
か
ら
、
手
形
法
が
手
形
上
の
権
利
を
失
っ
た
者
に
特
に
与
え

(

3

)

 

た
特
別
の
権
利
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
き
た
。

こ
れ
に
対
し
て
は
、
衡
平
の
見
地
か
ら
手
形
法
が
特
に
認
め
た
特
別
の
権
利
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
は
こ
の
権
利
の
法
的
性
質
を
明
確
に

な
し
え
ず
、
具
体
的
問
題
の
解
決
が
恋
意
に
流
れ
る
点
が
少
く
な
い
と
批
判
し
一
uv
こ
の
権
利
は
、
手
形
上
の
権
利
が
消
滅
し
た
と
き
に
発

生
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
手
形
上
の
権
利
で
は
な
い
が
、
実
質
的
に
は
手
形
上
の
権
利
の
変
形
物
な
い
し
残
存
物
で
あ
る
と
主
張
し
て
、

こ
れ
を
手
形
上
の
権
利
に
近
づ
け
て
解
す
る
少
数
説
が
有
力
に
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

M
f立
た
、
利
得
償
還
請
求
権
は
一
た
ん
消
滅
し

た
手
形
上
の
権
利
が
利
得
に
か
か
ら
し
め
ら
れ
て
復
活
し
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
利
得
償
還
請
求
権
を
そ
の
行
使
・
譲
渡
方
法
の
面
で
手

形
上
の
権
利
に
一
層
近
づ
け
て
解
し
よ
う
と
す
る
復
活
説
も
主
張
さ
れ
て
い
抗
日

し
か
し
な
が
ら
、
例
え
ば
、
共
に
こ
の
少
数
説
に
属
し
な
が
ら
、
利
得
償
還
請
求
権
の
行
使
・
譲
渡
方
法
に
つ
い
て
は
、
利
得
償
還
請
求

権
発
生
後
の
手
形
は
利
得
償
還
請
求
権
を
表
章
す
る
有
価
証
券
と
な
り
、
そ
の
行
使
・
譲
渡
に
は
証
券
を
必
要
と
す
る
も
の
と
解
す
る
説

と
、
こ
れ
を
否
定
す
る
説
と
に
分
れ
て
お
り
、
手
形
授
受
の
直
接
の
当
事
者
聞
に
お
け
る
原
因
債
権
と
利
得
償
還
請
求
権
の
選
択
的
行
使
に

つ
い
て
も
、
こ
れ
を
肯
定
す
丸
拠
と
、
利
得
が
存
在
し
な
い
も
の
と
解
し
て
否
定
す
弘
抑
に
分
か
れ
て
い
た
。
ま
た
、
利
得
を
得
た
手
形
債

務
者
に
対
す
る
手
形
上
の
権
利
が
手
続
の
欠
快
ま
た
は
時
効
に
よ
っ
て
消
滅
す
れ
ば
、
他
の
手
形
債
務
者
に
対
す
る
手
形
上
の
権
利
お
よ
び

原
因
関
係
上
の
既
存
債
権
が
存
在
し
て
い
て
も
、
消
滅
し
た
手
形
上
の
権
利
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
利
得
償
還
請
求
権
の
成
立
を
認
め
る
説
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は
、
少
数
説
に
属
す
る
者
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
利
得
償
還
請
求
権
を
も
っ
て
衡
平
の
見
地
か
ら
手
形
法
が
特
に
認
め
た

ハ
日
)

特
別
の
権
利
と
解
す
る
者
に
よ
っ
て
も
採
用
さ
れ
て
い
る
。

手形法上の利得償還請求権

こ
の
よ
う
に
、
抽
象
的
に
利
得
償
還
請
求
権
を
も
っ
て
手
形
上
の
権
利
が
変
形
し
た
も
の
と
い
う
の
み
で
は
、
個
々
の
問
題
を
解
決
す
る

に
当
た
っ
て
、
な
る
べ
く
手
形
上
の
権
利
に
近
づ
け
て
芳
え
る
と
い
う
一
応
の
指
針
に
は
な
り
え
て
も
、
い
か
な
る
権
利
に
変
形
さ
れ
て
い

る
の
か
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
、
結
局
、
具
体
的
な
解
決
に
は
役
立
た
な
い
。
従
っ
て
、
手
形
債
務
を
免
か
れ
た
者
は
い
か
な
る
場
合
に

い
か
な
る
利
得
を
得
た
も
の
と
解
す
べ
き
か
。
手
形
上
の
権
利
を
失
っ
た
者
は
、
い
か
な
る
場
合
に
い
か
な
る
内
容
の
利
得
償
還
請
求
権
を

取
得
し
、
い
か
な
る
方
法
に
よ
っ
て
こ
れ
を
行
使
・
譲
渡
し
う
る
か
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
検
討
を
加
え
て
、
ど
の
よ
う
な
点
で
は
、
こ
の

権
利
を
手
形
上
の
権
利
と
ど
の
よ
う
に
同
じ
に
、
ま
た
は
異
な
っ
て
、
取
り
扱
う
の
が
利
益
衡
量
上
妥
当
で
あ
る
か
を
考
察
し
、
さ
ら
に
、

手
形
関
係
者
聞
に
お
け
る
衡
平
に
か
な
っ
た
解
決
を
は
か
る
た
め
に
と
の
権
利
を
認
め
た
手
形
法
の
趣
旨
に
て
ら
し
て
、
個
別
的
な
問
題
に

つ
い
て
妥
当
と
思
わ
れ
る
解
決
が
全
体
と
し
て
果
し
て
妥
当
で
あ
る
か
、
ま
た
、
そ
こ
で
示
さ
れ
る
理
論
に
一
貫
性
・
整
合
性
が
あ
る
か
を

検
討
し
な
が
ら
、
こ
の
権
利
の
法
的
性
質
を
再
構
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ω
他
の
権
利
の
存
在
と
利
得
償
還
請
求
権
の
成
否

利
得
償
還
請
求
権
の
発
生
に
は
、
手
形
上
の
権
利
が
手
続
の
欠
依
ま
た
は
時
効
に
よ
っ
て
消
滅
し
た
こ
と
を
要
す
る
が
、
多
数
説
は
、
利

得
償
還
の
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
相
手
方
に
対
す
る
手
形
上
の
権
利
が
消
滅
し
た
こ
と
を
も
っ
て
足
り
、
他
の
手
形
債
務
者
に
対
す
る
手
形

(

日

〉

上
の
権
利
お
よ
び
原
因
関
係
上
の
既
存
債
権
ま
で
も
消
滅
す
る
こ
と
を
要
す
る
も
の
で
は
な
い
と
解
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
す
べ
て

の
手
形
債
務
者
に
対
す
る
手
形
上
の
権
利
が
消
滅
し
た
こ
と
を
要
す
る
が
、
他
の
手
形
債
務
者
に
対
す
る
手
形
上
の
権
利
が
残
存
し
て
い
て

も
、
そ
の
手
形
債
務
者
が
無
資
力
な
場
合
に
は
利
得
償
還
請
求
権
の
成
立
を
認
め
る
一
市
お
よ
び
他
の
債
務
者
が
無
資
力
な
場
合
を
除
い
て

は
、
す
べ
て
の
手
形
上
の
権
刺
が
消
滅
し
た
の
み
な
ら
ず
、
原
因
関
係
上
の
既
存
債
権
の
ご
と
き
他
の
救
済
方
法
も
す
べ
て
存
し
な
い
こ
と

~t法31(3-4 ・ II .21)1407 



説

を
要
し
、
か
か
る
場
合
に
お
け
る
最
後
の
救
済
手
段
と
し
て
利
得
償
還
請
求
権
を
認
め
る
都

V
あ
る
。

判
附

rこ
の
最
後
の
立
場
を
と
る
も
の
と
一
般
に
解
さ
れ
て
い
る
が
、
振
出
人
に
対
す
る
利
得
償
還
請
求
権
を
有
し
う
る
こ
と
を
前
提
と

し
て
、
被
裏
書
人
の
裏
書
人
(
受
取
人
)
に
対
す
る
既
存
債
権
の
行
使
を
認
め
る
判
例
も
あ
る
。
一
般
論
と
し
て
民
法
上
の
救
済
方
法
が
存

し
な
い
こ
と
を
要
す
る
も
の
と
す
る
こ
れ
ら
の
判
例
の
事
案
は
、
い
ず
れ
も
、
既
存
債
権
の
当
事
者
が
利
得
償
還
請
求
の
当
事
者
で
あ
る
か

ら
、
既
存
債
務
が
消
滅
し
な
い
場
合
に
は
利
得
は
存
し
な
い
も
の
と
解
す
れ
ば
、
利
得
償
還
請
求
権
が
否
定
さ
れ
た
の
は
、
権
利
者
側
に
他

の
救
済
方
法
が
あ
る
た
め
で
は
な
く
、
義
務
者
側
に
利
得
が
な
い
こ
と
に
よ
る
も
の
と
も
解
し
う
る
。
従
っ
て
、
既
存
債
務
が
消
滅
し
な
い

場
合
に
、
利
得
の
存
在
を
認
め
う
る
か
否
か
が
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
利
得
の
存
在
を
認
め
う
る
と
し
て
も
、
利
得

償
還
請
求
権
の
内
容
が
既
存
債
権
と
同
一
で
あ
り
、
利
得
償
還
請
求
の
当
事
者
が
既
存
債
権
の
当
事
者
と
同
一
で
あ
り
、
権
利
の
行
使
・
譲

渡
方
法
が
両
者
共
に
同
一
で
あ
る
な
ら
ば
、
同
一
の
当
事
者
間
に
既
存
債
権
に
加
え
て
利
得
償
還
請
求
権
を
特
に
認
め
る
必
要
は
な
い
こ
と

E命

に
な
る
。

利
得
償
還
請
求
権
を
も
っ
て
実
質
的
に
は
手
形
上
の
権
利
の
変
形
と
解
し
、
前
者
を
な
る
べ
く
後
者
に
近
づ
け
て
取
り
扱
う
べ
き
も
の
と

す
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
手
形
債
務
は
独
立
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
あ
る
債
務
者
に
対
す
る
手
形
債
権
が
消
滅
し
た
場
合
に
、
そ
の
債
務
者

が
実
質
的
に
利
得
を
え
て
い
れ
ば
、
他
の
債
務
者
に
対
し
て
手
形
債
権
を
行
使
し
う
る
か
否
か
、
ま
た
原
因
関
係
上
の
既
存
債
権
を
行
使
し

円
相
叫
〉

う
る
か
否
か
と
は
無
関
係
に
、
そ
の
利
得
の
償
還
を
請
求
し
う
る
も
の
と
解
す
べ
ぎ
こ
と
に
な
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
手
形
上
の
権
利
の
変
形
と
い
う
芳
え
方
を
強
調
し
な
く
て
も
、
衡
平
の
見
地
か
ら
同
じ
結
論
に
達
し
う
る
。
例
え
ば
、

B
が
C
に
対
す
る
売
買
代
金
債
務
の
支
払
の
た
め
に
、
支
払
人
を
A
と
す
る
為
替
手
形
を
受
取
人
C
に
振
出
し
、

C
が
こ
れ
を
D
に
裏
書
し

て
割
引
を
受
け
た
場
合
に
、

D
が
C
に
原
因
関
係
上
の
権
利
を
行
使
す
る
た
め
に
は
C
に
健
全
な
手
形
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か

ら
、
支
払
を
拒
絶
し
た
引
受
人
A
に
対
す
る
手
形
債
権
が
存
続
し
て
い
て
も
、
遡
求
権
が
消
滅
す
れ
ば
、
特
約
が
な
け
れ
ば

D
は
C
に
手
形

北法31(3-4・II-22)1408 



の
買
戻
を
請
求
し
え
ず
、

A
が
無
資
力
な
ら
ば
D
は
手
形
債
権
に
よ
っ
て
は
救
済
さ
れ
な
い
。

C
は
D
か
ら
受
領
し
た
手
形
割
引
金
を
確
定

的
に
保
持
し
う
る
か
ら
、
こ
れ
に
よ
り

B
の
C
に
対
す
る
売
買
代
金
債
務
は
消
滅
し
、

B
は
、
結
局
、

C
に
対
価
を
支
払
う
こ
と
を
要
せ
ず

に
売
買
目
的
物
を
取
得
し
う
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
、

A
-
B
間
に
お
け
る
資
金
関
係
と
し
て
は
、

A
が
手
形
金
を
支
払
っ
た
と
き
に
B

が
そ
の
支
払
資
金
を
A
に
補
償
す
る
旨
の
契
約
が
存
す
る
と
き
は
、

B
は
C
か
ら
取
得
し
た
売
買
目
的
物
に
つ
い
て
利
得
す
る
こ
と
に
な

る
。
こ
の
よ
う
に

B
が
そ
の
得
た
利
得
を
保
持
し
う
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
の
結
論
は
明
か
に
衡
平
に
反
す
る
と
言
え
よ
う
。

A
が
無
資
カ
で
な
い
と
き
も
、

D
は
B
に
利
得
償
還
請
求
権
を
行
使
し
う
る
と
す
れ
ば
、

D
が
A
に
手
形
債
権
を
行
使
し
、

A
が
B
に
資

金
関
係
上
の
求
償
権
を
行
使
す
る
と
い
う
二
重
の
権
利
行
使
は
不
要
と
な
る
。

D
は
健
全
な
手
形
を
返
還
し
な
く
て
も
C
に
手
形
の
買
戻
を

請
求
し
う
る
特
約
が
あ
れ
ば
、

D
の
請
求
に
応
じ
た

C
は
B
に
売
買
代
金
債
権
を
行
使
し
う
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
よ
う
に

B
の
原
因
関

係
上
の
既
存
債
務
が
存
続
す
る
と
き
も
B
に
利
得
が
存
す
る
も
の
と
解
し
う
る
な
ら
ば
、
こ
の
場
合
に
も
D
の
B
に
対
す
る
利
得
償
還
請
求

権
の
行
伎
を
認
め
れ
ば
、

D
が
C
に
原
因
債
権
を
行
使
し
、

C
が
B
に
原
因
債
権
を
行
使
す
る
と
い
う
こ
重
の
権
利
行
使
は
不
要
と
な
る
。

さ
ら
に
、

C
-
D
聞
に
買
一
戻
に
つ
い
て
の
特
約
が
な
く
て
も
、

D
の
B
に
対
す
る
遡
求
権
は
時
効
に
よ
り
消
滅
し
た
が

C
に
対
す
る
遡
求
権

の
時
効
は
中
断
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、

D
の
遡
求
に
応
じ
た

C
は、

A
に
対
す
る
手
形
上
の
主
た
る
権
利
を
行
使
し
う
る
の
み
な
ら
ず
、

手形法上の利得償還請求権

B
に
対
す
る
手
形
上
の
再
遡
求
権
を
も
行
使
し
う
る
か
ら
、

D
は、

A
に
手
形
債
権
を
行
使
し
う
る
の
み
な
ら
ず
、

C
に
手
形
債
権
を
行
使

す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
ま
た
、

D
の
C
に
対
す
る
遡
求
権
は
時
効
に
よ
り
消
滅
し
た
が

B
に
対
す
る
遡
求
権
の
時
効
は
中
断
さ
れ
て
い

る
場
合
に
は
、

A
に
対
す
る
手
形
上
の
主
た
る
権
利
と

B
に
対
す
る
遡
求
権
と
を
表
章
し
て
い
る
手
形
を
返
還
し
て
C
に
原
因
債
権
を
行
使

す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
場
合
に
も
、

B
に
利
得
が
存
す
る
も
の
と
解
し
う
る
な
ら
ば
、

D
の
B
に
対
す
る
利
得
償
還

請
求
権
の
行
使
を
認
め
れ
ば
、
二
重
の
権
利
行
使
は
不
要
と
な
る
。

利
得
償
還
請
求
権
を
行
使
し
う
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
他
の
手
形
債
権
ま
た
は
原
因
債
権
を
行
使
し
う
る
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
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説

し
か
し
、

D
が
他
の
権
利
を
行
使
し
う
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、

B
に
対
す
る
利
得
償
還
請
求
権
を
行
使
す
れ
ば
、
手
形
当
事
者
全
員
に
と
っ

て
手
形
関
係
お
よ
び
そ
の
実
質
関
係
の
す
べ
て
を
解
決
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
か
か
る
結
果
は
関
係
者
全
員
に
と
っ
て
便
宜
か
つ
合
理

的
な
も
の
で
あ
り
、
衡
平
に
か
な
う
も
の
と
言
え
よ
う
。
利
得
償
還
請
求
権
を
も
っ
て
衡
平
の
見
地
か
ら
手
形
法
が
特
に
与
え
た
特
別
の
権

別
で
あ
る
と
解
し
て
も
、
そ
の
こ
と
か
ら
、
他
の
救
済
方
法
が
な
い
場
合
の
最
終
的
救
済
措
置
と
し
て
、
こ
の
権
利
が
与
え
ら
れ
た
に
と
ど

論

ま
る
も
の
と
解
す
べ
き
理
由
は
な
い
。
か
え
っ
て
、
積
極
的
に
こ
の
よ
う
な
機
能
を
も
営
み
う
る
も
の
と
し
て
、
こ
の
権
利
が
手
形
法
に
よ

(
幻
)

り
与
え
ら
れ
た
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(3) 

既
存
債
務
の
存
在
と
利
得
の
存
否

利
得
償
還
請
求
権
が
発
生
す
る
た
め
に
は
手
形
債
務
を
免
が
れ
た
者
に
利
得
が
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
こ
に
い
う
利
得
と
は
、

通
説
・
判
例
に
よ
れ
ば
、
手
形
債
務
を
免
れ
る
こ
と
で
は
な
く
、
手
形
授
受
の
基
礎
た
る
実
質
関
係
に
お
い
て
得
た
利
得
の
こ
と
で
あ
り
、

〈勾〉

積
極
的
な
財
産
の
増
加
に
と
ど
ま
ら
ず
、
消
極
的
に
財
産
の
減
少
を
免
れ
た
こ
と
を
も
含
む
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
。

A
が
対
価
を
取
得
し

て
B
に
約
束
手
形
を
振
出
し
、

B
が
対
価
を
取
得
し
て
C
に
こ
れ
を
裏
書
し
た
場
合
に
は
、

A
の
取
得
し
た
対
価
は
こ
こ
に
い
う
利
得
と
な

り
う
る
が
、

B
は
C
か
ら
対
価
を
取
得
し
て
も
A
に
対
価
を
供
し
て
い
る
か
ら
利
得
が
な
く
、
そ
の
差
額
を
取
得
し
て
も
、
取
引
に
と
も
な

(
幻
)

う
正
当
な
利
益
で
あ
れ
ば
、
こ
こ
に
い
う
利
得
に
は
当
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
手
形
を
振
出
し
た
原
因
関
係
上
の
既
存
債
務
が
存
在
し
て
も

〈
川
品
)

A
に
利
得
が
存
し
う
る
と
解
す
る
説
も
主
張
さ
れ
て
い
る
が
、
通
説
・
判
例
は
、
既
存
債
務
が
存
在
す
る
と
き
は
利
得
が
存
し
な
い
も
の
と

(

お

)

解
し
て
い
る
。

B
は
C
に
対
す
る
売
買
代
金
債
務
の
支
払
の
た
め
に
A
を
支
払
人
と
す
る
為
替
手
形
を
C
に

振
出
し
、

A
は
B
か
ら
支
払
資
金
の
供
与
を
受
け
て
こ
れ
の
引
受
を
な
し
、

C
は
こ
れ
を
D
に
裏
書
し
て
割
引
を
受
け
た
場
合
に
、
手
形
上

の
権
刺
が
す
べ
て
時
効
に
よ
っ
て
消
滅
す
れ
ば
、

A
は
B
に
対
し
て
支
払
資
金
の
返
還
債
務
を
負
担
す
る
か
ら
A
に
は
利
得
が
な
く
、

C
に

通
説
の
よ
う
に
芳
え
れ
ば
、
例
え
ば
、
①
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健
全
な
手
形
を
返
還
し
え
な
い

D
は
C
に
原
因
債
権
を
行
使
し
え
な
い
た
め
に
、

C
が
D
か
ら
得
た
対
価
を
確
定
的
に
保
持
し
う
る
こ
と
に

よ
り
、

C
に
対
す
る
売
買
代
金
債
務
を
免
れ
た

B
は、

C
か
ら
取
得
し
た
売
買
目
的
物
に
つ
い
て
利
得
を
有
し
、
従
っ
て

D
は
B
に
利
得
償

還
請
求
権
を
行
使
し
、

B
は
A
に
支
払
資
金
の
返
還
を
請
求
す
る
こ
と
に
な
る
。
②

B
は
A
に
対
す
る
既
存
の
貸
金
債
権
を
資
金
関
係
と

し
て
A
を
支
払
人
と
す
る
為
替
手
形
を
振
出
し
、

A
は
借
金
債
務
の
支
払
に
代
え
て
こ
れ
の
引
受
を
な
し
た
場
合
に
、
手
形
上
の
権
利
が
す

べ
て
時
効
に
よ
っ
て
消
滅
す
れ
ば
、

B
は
C
か
ら
売
買
目
的
物
を
取
得
し
な
が
ら
代
金
債
務
を
免
れ
る
が
、

A
に
対
す
る
貸
金
債
権
を
失
っ

て
い
る
か
ら
利
得
は
な
く
、
借
金
債
務
を
免
れ
た

A
に
利
得
が
生
ず
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
③

A
が
借
金
債
務
の
支
払
の
た
め
に
引

(
m
m
〉

受
を
な
し
た
場
合
に
は
、

A
の
既
存
債
務
は
存
続
す
る
か
ら
A
に
は
利
得
が
な
く
、

D
は
利
得
を
有
す
る
B
に
利
得
償
還
請
求
権
を
行
使

引
受
人
A
に
対
す
る
手
形
債
権
は
存
続
し
て
い
る
が
D

し、

B
は
A
に
既
存
債
権
を
行
使
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
右
の
事
例
で
、
④

の
有
す
る

B
お
よ
び
C
に
対
す
る
遡
求
権
は
時
効
に
よ
っ
て
消
滅
し
た
場
合
に
、

D
は
健
全
な
手
形
を
返
還
し
な
く
て
も
C
に
手
形
の
買
戻

を
請
求
し
う
る
特
約
が
存
す
る
と
き
、
ま
た
は
、
⑤

D
の
B
に
対
す
る
遡
求
権
の
み
が
時
効
に
よ
り
消
滅
し
、

C
に
対
す
る
遡
求
権
の
時

効
は
中
断
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、

D
は
C
に
既
存
債
権
ま
た
は
遡
求
権
を
行
使
し
う
る
か
ら
、

B
の
C
に
対
す
る
既
存
債
務
は
消
滅
せ

手形法上の利得償還請求権

ず、

B
に
は
利
得
が
な
い
か
ら
、

B
に
対
す
る
遡
求
権
を
失
っ
た

D
は
B
に
利
得
償
還
請
求
権
を
行
使
し
え
な
い
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
①
お
よ
び
③
の
場
合
に
、
引
受
人
A
が
振
出
人
B
に
対
し
て
、
資
金
関
係
に
お
い
て
、
支
払
資
金
の
返
還
債
務
ま
た
は

借
金
債
務
を
負
担
す
る
の
は
、

A
が
B
か
ら
現
実
に
対
価
を
得
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、

A
は
手
形
金
を
支
払
わ
な
い
限
り
B
に
資
金
関
係
上

の
債
務
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
積
極
・
消
極
両
財
産
の
計
算
上
は
と
も
か
く
、
そ
の
支
払
に
よ
り
A
の
財
産
が
現
実
に
減
少
す
べ

き
と
こ
ろ
を
、
ま
だ
こ
れ
を
支
払
っ
て
い
な
い
こ
と
に
よ
り
現
実
に
は
減
少
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、

A
が
既
存
債
務
を
履
行
す
る
ま

(
幻
)

で
は
A
に
利
得
が
存
す
る
も
の
と
解
す
る
こ
と
も
、
衡
平
の
見
地
か
ら
は
考
慮
に
値
す
る
。
特
に
手
形
は
、
資
金
関
係
お
よ
び
原
因
関
係
に

お
け
る
多
数
の
債
務
を
一
挙
に
消
滅
せ
し
め
る
た
め
に
流
通
に
お
か
れ
る
か
ら
、
手
形
の
授
受
に
際
し
て
意
図
さ
れ
た
よ
う
に
、
手
形
を
利
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説

用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
る
べ
く
多
く
の
法
律
関
係
が
清
算
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
言
え
よ
う
。

A
に
利
得
が
存
す
る
と
す
れ
ば
、

D

が
A
に
利
得
の
償
還
を
請
求
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
、

A
が
こ
れ
に
応
じ
れ
ば
A
の
既
存
債
務
は
消
滅
し
、
そ
の
限
度
で

C
お
よ
び

B
の
既

E命

存
債
務
も
消
滅
す
る
こ
と
に
な
る
。

A
の
利
得
は
論
理
的
に
は
計
算
上
A
の
既
存
債
務
の
消
滅
を
前
提
と
す
る
が
、
逆
に
、

A
に
利
得
が
存

す
る
も
の
と
し
て
D
の
A
に
対
す
る
利
得
償
還
請
求
権
を
肯
定
し
、

A
が
こ
れ
を
履
行
す
る
こ
と
に
よ
り
、

A
の
既
存
債
務
を
消
滅
せ
し
め

る
こ
と
を
認
め
て
も
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

通
説
の
よ
う
に

A
の
既
存
債
務
が
存
在
す
る
と
き
は

B
に
利
得
が
存
す
る
も
の
と
解
す
れ
ば
、

D
の
手
形
債
権
が
す
べ
て
消
滅
し
た
後
に

A
が
無
資
力
に
な
っ
た
場
合
に
は
、

D
は
B
に
利
得
償
還
請
求
権
を
行
使
し
う
る
こ
と
に
よ
り
、

A
の
資
力
の
悪
化
に
よ
る
危
険
は
、

B
が

こ
れ
を
負
担
す
る
と
と
に
な
る
。
し
か
し
、

A
の
既
存
債
務
が
存
在
す
る
と
き
も
A
に
利
得
が
存
し
、

A
が
B
に
既
存
債
務
を
履
行
し
な
い

限
り
、

D
は
A
に
利
得
償
還
請
求
権
を
行
使
す
べ
き
も
の
と
解
す
れ
ば
、

A
の
資
力
の
悪
化
に
よ
る
危
険
は
、

D
が
こ
れ
を
負
担
す
る
こ
と

に
な
る
。
か
か
る
場
合
に
は
、
手
形
債
権
の
行
使
を
解
怠
し
た

D
が
危
険
を
負
担
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

④
お
よ
び
⑤
の
よ
う
に
、
引
受
人
A
の
手
形
債
務
が
存
続
し
て
い
る
か
ら
、

A
に
対
す
る
利
得
償
還
請
求
の
問
題
は
生
ず
る
余
地
が
な
い

場
合
に
は
、
手
形
債
務
を
免
れ
た

B
お
よ
び

C
(④
の
場
合
)
ま
た
は

B
ハ
⑤
の
場
合
)
に
つ
い
て
利
得
の
存
否
を
判
断
す
べ
き
こ
と
に
な

る。

C
は
、
原
因
関
係
に
お
い
て
、

D
か
ら
対
価
を
取
得
し
て
い
る
が

B
に
対
価
を
供
与
し
て
い
る
か
ら
、
利
得
を
有
し
な
い
。

B
は
、
原

因
関
係
に
お
い
て
C
か
ら
対
価
を
取
得
し
て
い
る
が
、
資
金
関
係
に
お
い
て

A
に
支
払
資
金
を
供
与
し
て
お
り
、
ま
た
は

A
に
金
銭
を
貸
付

け
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
た
貸
金
債
権
を
資
金
関
係
と
し
て
お
り
、

A
の
手
形
債
務
が
消
滅
し
な
け
れ
ば

B
は
A
に
支
払
資
金
の
返
還
ま

た
は
貸
金
債
権
の
弁
済
を
請
求
し
え
な
い
か
ら
、

B
は
利
得
を
有
し
な
い
よ
う
に
も
見
え
る
。
し
か
し
引
受
人
A
に
対
す
る
手
形
上
の
主
た

る
権
利
が
存
在
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
手
形
債
務
を
免
れ
た
者
に
対
す
る
利
得
償
還
請
求
権
の
成
否
を
問
題
と
す
る
の
は
、

A
の
無
資
力

等
に
よ
り
、

D
は
A
に
対
す
る
手
形
債
権
に
よ
っ
て
は
容
易
に
充
分
な
救
済
を
受
け
え
な
い
か
ら
で
あ
り
、
手
形
法
は
、
利
得
償
還
請
求
権

北法31(3-4・II-26)1412 



の
発
生
要
件
と
し
て
予
形
上
の
権
利
が
す
べ
て
消
滅
す
る
こ
と
を
規
定
し
て
お
ら
ず
、
手
形
上
の
権
利
の
一
部
が
存
続
し
て
い
る
と
き
も
利

得
の
償
還
請
求
を
認
め
て
い
る
。
さ
ら
に
、

A
が
無
資
力
な
と
き
は

B
の
A
に
対
す
る
既
存
債
権
は
経
済
的
に
無
価
値
で
あ
り
、

B
は
A
の

手
形
債
務
が
消
滅
し
な
い
限
り
A
に
か
か
る
既
存
債
権
を
行
使
し
え
な
く
て
も
、

C
か
ら
取
得
し
た
対
価
を
確
保
し
う
る
な
ら
ば
、

B
に
刺

(
お
)

得
が
あ
る
も
の
と
し
て
、

A
の
無
資
カ
に
よ
る
危
険
は
、
か
か
る
手
形
を
流
通
に
お
い
た
者
が
負
担
す
べ
き
で
あ
る
と
も
芳
え
ら
れ
る
。

B
が
無
資
力
な
A
に
対
す
る
貸
倒
債
権
を
資
金
関
係
と
し
て
C
に
対
す
る
売
買
代
金
債
務
支
払
の
た
め
に
為
替
手
形
を
振
出
し
た
よ
う
な

場
合
に
は
、

C
か
ら
取
得
し
た
売
買
目
的
物
を
確
保
し
う
る
な
ら
ば
、

B
に
刺
得
が
あ
る
も
の
と
解
し
う
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
資
金
関
係

に
基
づ
い
て
資
力
を
有
す
る
A
を
支
払
人
と
す
る
手
形
を
振
出
し
た
後
に
A
が
無
資
力
に
な
っ
た
よ
う
な
場
合
に
は
、

B
が
手
形
上
に
負
担

す
べ
き
担
保
責
任
は
遡
求
義
務
に
と
ど
ま
る
か
ら
、
こ
れ
が
消
滅
し
た
と
き
に

A
が
無
資
カ
で
あ
れ
ば
当
然
に

B
に
は
利
得
が
あ
る
も
の
と

手形法上の利得償還請求権

し
て
、
遡
求
義
務
消
滅
後
に
お
け
る
A
の
無
資
力
化
に
つ
い
て
ま
で
B
に
そ
の
危
険
を
負
担
せ
し
め
る
べ
き
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
場
合

に
は
、

A
が
無
資
カ
で
あ
る
か
否
か
に
よ
っ
て

B
の
利
得
の
有
無
を
判
断
す
べ
き
で
は
な
く
、

B
か
ら
対
価
を
得
て
資
金
関
係
上
の
既
存
債

務
を
負
担
し
た
A
が
ま
だ
こ
れ
を
履
行
し
て
い
な
け
れ
ば
、

A
に
は
既
存
債
務
が
あ
っ
て
も
、

A
に
利
得
が
存
す
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ

ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
は
、
手
形
当
事
者
全
員
に
と
っ
て
利
益
衡
量
よ
妥
当
な
解
決
を
与
え
る
も
の
で
あ
り
、
衡
平
に
も
か
な
う

(
刷
出
)

も
の
と
言
え
よ
う
。

(4) 

利
得
償
還
請
求
権
の
存
在
と
所
在

利
得
償
還
請
求
権
者
が
償
還
義
務
者
に
対
し
て
履
行
を
請
求
し
う
る
義
務
の
内
容
は
、
償
還
義
務
者
の
得
た
利
得
額
に
つ
い
て
の
金
銭
の

支
払
で
あ
り
、
そ
の
利
得
は
、
手
形
授
受
の
実
質
関
係
に
お
い
て
取
得
し
た
対
価
で
あ
る
。
例
え
ば
、
売
買
代
金
支
払
の
た
め
に
売
買
契
約

上
の
代
金
額
と
同
額
の
手
形
を
振
出
し
た
場
合
に
、
振
出
入
は
必
ず
し
も
手
形
金
額
に
つ
い
て
利
得
を
有
す
る
と
は
限
ら
ず
、
原
因
関
係
に

お
い
て
売
買
目
的
物
に
暇
庇
が
あ
る
た
め
買
主
が
代
金
の
減
額
や
損
害
賠
償
を
請
求
し
う
る
場
合
に
は
、
振
出
人
の
有
す
る
利
得
も
手
形
金
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額
よ
り
そ
れ
だ
け
減
少
し
て
い
る
。

手
形
外
で
支
払
が
な
さ
れ
、

ま
た
は
売
主
に
よ
っ
て
免
除
が
な
さ
れ
れ
ば
、
買
主
の
代
金
債
務
は
そ

5命

れ
だ
け
減
少
し
、
従
っ
て
振
出
人
の
利
得
は
そ
れ
だ
け
減
少
し
て
い
る
。
受
取
人
か
ら
裏
書
を
受
け
た
手
形
債
権
者
に
対
し
て
、
振
出
人

は
、
そ
の
手
形
債
権
者
に
対
し
て
直
接
有
す
る
反
対
債
権
を
も
っ
て
、
手
形
債
務
の
履
行
請
求
に
対
し
相
殺
の
抗
弁
を
も
っ
て
対
抗
し
う
る

が
、
受
取
人
と
の
聞
に
お
け
る
原
因
関
係
上
の
抗
弁
を
も
っ
て
対
抗
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
振
出
人
が
償
還
す
べ
き
利
得
は
受

取
人
と
の
聞
に
お
け
る
原
因
関
係
に
よ
っ
て
定
ま
る
か
ら
、
振
出
人
は
、
利
得
償
還
義
務
者
と
し
て
は
、
手
形
債
権
を
失
っ
た
利
得
償
還
請

求
権
者
に
対
し
て
直
接
有
す
る
反
対
債
権
を
も
っ
て
、
利
得
償
還
請
求
に
対
し
相
殺
の
抗
弁
を
も
っ
て
対
抗
し
う
る
ほ
か
、
手
形
金
額
と
同

額
の
利
得
償
還
請
求
に
対
し
て
、
受
取
人
と
の
聞
に
お
け
る
原
因
関
係
上
の
抗
弁
事
由
を
も
っ
て
、
償
還
す
べ
き
利
得
額
を
争
う
こ
と
が
で

き
る
。こ

の
よ
う
に
、
利
得
償
還
請
求
権
は
手
形
債
務
を
免
れ
た
利
得
者
の
実
質
関
係
に
よ
っ
て
そ
の
内
容
が
定
ま
る
具
体
的
有
因
的
な
権
利
で

あ
っ
て
、
消
滅
し
た
手
形
債
権
が
手
形
上
の
記
載
文
言
の
み
に
よ
っ
て
そ
の
内
容
が
判
断
さ
れ
る
抽
象
的
無
図
的
な
権
利
で
あ
る
の
と
較
べ

て
、
権
利
の
内
容
は
著
し
く
性
質
を
異
に
す
る
。
し
か
し
、
い
か
な
る
場
合
に
い
か
な
る
内
容
の
権
利
が
認
め
ら
れ
る
か
と
い
う
権
利
の
存

在
の
面
に
お
い
て
両
者
の
性
質
が
異
な
る
こ
と
か
ら
、
い
か
な
る
方
法
で
権
利
が
行
使
・
譲
渡
さ
れ
る
か
と
い
う
権
利
の
所
在
の
面
に
お
い

て
も
、
両
者
の
性
質
は
当
然
に
異
な
る
も
の
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

無
因
的
な
権
利
は
必
然
的
に
有
価
証
券
と
さ
れ
、
権
利
の
譲
渡
・
行
使
に
は
証
券
が
必
要
で
あ
る
が
、
最
も
有
国
的
な
権
利
で
あ
る
株
式

も
、
そ
の
流
通
を
は
か
る
た
め
に
有
価
証
券
と
さ
れ
て
い
る
。
利
益
を
も
っ
て
す
る
株
式
の
強
制
有
償
消
却
の
場
合
に
、
株
券
の
提
出
期
間

の
満
了
の
と
き
に
そ
の
株
券
の
表
章
ず
る
株
式
は
消
滅
す
る
が
、
そ
の
期
間
満
了
ま
で
に
提
出
さ
れ
な
か
っ
た
株
券
は
、
そ
の
後
は
消
却
対

価
の
支
払
請
求
権
を
表
章
す
る
有
価
証
券
と
な
る
よ
う
に
、
有
価
証
券
上
の
権
利
が
消
滅
し
て
も
、
そ
の
証
券
が
従
来
と
は
異
な
る
権
利
を

表
章
す
る
有
価
証
券
と
な
り
う
る
こ
と
は
、
法
の
規
定
が
存
し
な
い
場
合
に
も
認
め
ら
れ
て
い
る
。
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株
式
併
合
の
場
合
に
は
、
債
権
者
保
護
手
続
が
終
了
し
て
い
れ
ば
、
株
券
の
提
出
期
間
満
了
に
よ
り
未
提
出
の
旧
株
券
は
株
式
を
表
章
す

る
株
券
と
し
て
の
効
力
を
失
う
が
、
併
合
後
の
株
式
に
は
併
合
前
の
株
式
と
同
様
の
流
通
性
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
、
明
文
の
規
定
が
な
い
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
失
効
し
た
旧
株
券
は
併
合
後
の
株
式
を
表
章
す
る
新
株
券
の
交
付
請
求
権
を
表
章
す
る
有
価
証
券
に
な
る
も
の
と
多
数
説

は
解
し
て
い
る
。
し
か
し
、
定
款
変
更
に
よ
り
株
式
の
譲
渡
を
制
限
す
る
場
合
に
は
、
株
券
の
提
出
期
間
の
満
了
に
よ
り
未
提
出
の
株
券
は

無
効
と
な
る
が
、
こ
の
場
合
に
は
定
款
変
更
前
の
株
式
と
異
な
り
定
款
変
更
後
の
株
式
は
譲
渡
が
制
限
さ
れ
る
か
ら
、
株
式
の
譲
渡
制
限
を

知
ら
な
い
譲
受
人
を
保
護
す
る
た
め
に
、
失
効
し
た
旧
株
券
は
譲
渡
が
制
限
さ
れ
る
株
式
を
表
章
ず
る
新
株
券
の
交
付
請
求
権
を
表
章
し
な

い
も
の
と
多
数
説
は
解
し
て
い
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
結
論
の
当
否
に
つ
い
て
は
議
論
の
余
地
が
あ
る
と
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
問
題
が
示
す
よ
う
に
、
有
価
証
券
上
の
既
存
の
権
利

手形法上の利得償還請求権

が
消
滅
し
て
新
し
い
権
利
が
発
生
す
る
場
合
、
ま
た
は
既
存
の
権
利
に
変
更
が
加
え
ら
れ
る
場
合
に
、
新
し
い
権
利
が
古
い
証
券
に
表
章
さ

れ
る
か
否
か
、
ま
た
表
章
さ
れ
る
と
し
て
も
、
権
利
の
行
使
・
譲
渡
の
面
に
お
い
て
証
券
の
も
つ
作
用
が
従
来
と
同
一
で
あ
る
か
否
か
は
、

新
し
い
権
利
に
つ
い
て
、
ど
こ
ま
で
そ
の
流
通
性
を
認
め
る
必
要
が
あ
る
か
、
ま
た
、
古
い
権
利
が
有
価
証
券
に
表
章
さ
れ
て
い
た
こ
と
と

の
関
連
で
、
そ
の
行
使
に
関
し
て
、
従
っ
て
そ
の
譲
渡
に
関
し
て
、
ど
の
よ
う
な
問
題
が
あ
っ
た
か
を
具
体
的
に
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
解
決
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ハ
1
)
松
本
・
日
本
手
形
法
九
四
頁
、
回
中
(
耕
〉
・
手
形
法
小
切
手
法
概
論
一
九
五
頁
、
小
町
谷
・
商
法
講
義
巻
四
手
形
・
小
切
手
五
五
頁
、
田
中

〈誠
)

a

手
形
・
小
切
手
法
詳
論
よ
巻
二
七
O
頁
、
山
尾
・
新
手
形
法
論
六
四
真
、
伊
沢
「
手
形
法
上
の
利
得
償
還
請
求
権
」
法
律
時
報
一
四
巻
一
号

五
O
頁
、
鈴
木
・
手
形
法
・
小
切
手
法
三
一
二
頁
ハ
八
)
、
大
隅
・
改
訂
手
形
法
小
切
手
法
講
義
六
二
頁
、
大
隅
H
河
本
・
注
釈
手
形
法
・
小
切
手
法

四
O
入
頁
、
石
井
H
鴻
・
手
形
法
・
小
切
手
法
一
一
凶
四
頁
、
浜
田
「
利
得
償
還
」
手
形
法
・
小
切
手
法
講
座
5
一三

O
頁
、
河
本
「
利
得
償
還
請
求
権
」

総
合
判
例
研
究
議
室
百
商
法

ω
二
一
七
頁
、
大
判
明
治
四
五
・
四
・
一
七
民
録
一
八
韓
三
九
七
頁
。
こ
れ
ら
の
著
書
・
論
文
は
、
以
下
で
は
、
著
者
名
の

み
で
引
用
す
る
。
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説

(

2

)

松
本
九
四
頁
、
田
中
(
耕
)
一
九
四
頁
、
小
町
谷
五
五
頁
、
田
中
(
誠
〉
二
七

O
頁
、
伊
沢
二
三
三
頁
、
大
隅
六
二
頁
、
石
井
H
鴻
一
四
四
頁
、
浜

回
一
コ
一

O
頁。

ハ
3
)
松
本
九
四
|
九
五
頁
、
竹
田
・
手
形
法
・
小
切
手
法
五
五
頁
、
田
中
ハ
耕
〉
-
九
三
一
良
・
一
九
五
頁
、
小
町
谷
五
五
頁
、
山
尾
六
五
頁
・
九
六
頁
、

伊
沢
五

O
頁
、
大
隅
六
二
一
貝
、
大
隅
H
河
本
四

O
入
頁
、
納
富
「
手
形
の
利
得
償
還
請
求
権
」
法
学
論
議
三
五
巻
五
号
一
一
二
九
頁
ハ
こ
の
論
文
は
、

以
下
で
は
、
著
者
名
の
み
で
引
用
す
る
)
、
大
判
昭
和
三
・
一
・
九
民
集
七
巻
一
号
一
頁
、
同
昭
和
一
三
・
五
・
一

O
民
集
一
七
巻
一
一
号
八
九
一
一
良
、

最
一
一
一
小
判
昭
和
一
一
一
四
7
六
・
九
民
集
一
三
巻
六
号
六
六
四
頁
。

(

4

)

鈴
木
二
一
一
一
一
員
(
五
)
。

(

5

)

鈴
木
三

O
九
l
三一

O
頁
、
田
中
ハ
誠
)
二
七
一
一
具
、
石
井
H
鴻
一
四
四
頁
、
浜
田
一
三
一
頁
、
長
二
小
判
昭
和
四
二
・
三
・
三
一
民
集
一
二
巻
二

号
四
八
三
頁
。

(

6

)

服
部
「
利
得
償
還
請
求
権
と
手
形
証
券
」
鈴
木
先
生
古
稀
記
念
現
代
商
法
学
の
課
題
中
七
五
一
頁
(
こ
の
論
文
は
、
以
下
で
は
、
著
者
名
の
み
で
引

用
す
る
)
。

(

7

)

田
中
(
誠
)
二
七
九
頁
、
浜
田
一
五
七
頁
・
一
六
一
一
良
。

ハ
8
〉
鈴
木
コ
一
一
一
頁
、
石
井
H
鴻
一
四
六
頁
。

(

9

)

鈴
木
三
二
一
頁
(
七
)
(
九
)
。
但
し
、
鈴
木
「
小
切
手
の
預
入
と
預
金
の
成
立
」
商
法
演
習

E
(旧
版
)
一
八
七
頁
は
、
改
説
し
て
、
否
定
説
を

採
っ
て
い
る
。

(
印
)
石
弁
日
鴻
一
四
三
頁
、
周
中
〈
誠
)
二
七
七
頁
、
浜
田
一
四
三
頁
。

(
日
)
松
本
九
七
頁
、
田
中
(
耕
〉
一
九
八
頁
。

ハ
ロ
〉
平
出
「
手
形
法
上
の
利
得
償
還
請
求
権
の
性
質
」
法
学
教
室
ハ
第
二
期
)
八
巻
一
四
二
頁
。

〈
日
)
松
本
九
七
頁
、
田
中
(
耕
)
一
九
八
頁
、
田
中
(
誠
)
二
七
六
頁
、
鈴
木
=
二

O
頁
、
石
井
H
鴻
一
四
二
頁
、
浜
田
一
四
二
頁
・
一
四
八
頁
、
河
本

二
三
三
頁
、
豊
崎
・
手
形
小
切
手
判
例
百
選
(
新
版
e

増
補
〉
一
二
七
頁
、
鴻
「
手
形
法
上
の
利
得
償
還
請
求
権
」
商
法
研
究
ノ
ー
ト

E
一
六
八
頁
、

蓮
井
・
民
商
法
雑
誌
四
七
巻
一
号
一
一
九
l
一一一

O
頁
、
佐
藤
「
利
得
償
還
請
求
権
の
性
質
」
手
形
小
切
手
判
例
百
選
一

O
一
頁
(
こ
の
四
論
文
は
、

以
下
で
は
、
著
者
名
の
み
で
引
用
す
る
〉
。

ハ
μ
)
竹
田
五
六
頁
。

論
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手形法上の利得償還請求権

ハ
日
〉
大
隅
六
三
頁
、
納
富
一
一
四
入

l
一
一
四
九
頁
。

(
日
四
)
岡
野
・
日
本
手
形
法
一
コ
二
頁
・
二
二
三
頁
、
大
橋
・
手
形
法
三
四
二
一

l
一
一
一
四
四
頁
(
こ
の
二
著
書
は
、
以
下
で
は
、
著
者
名
の
み
で
引
用
す
る
〉
、

小
町
谷
五
七
1

五
八
頁
、
山
尾
五
八

l
五
九
頁
・
六
一
ー
l
六
二
頁
、
伊
沢
五
O
頁。

(
口
)
大
判
昭
和
コ
了
一
・
九
民
集
七
巻
一
号
一
頁
、
同
昭
和
一

0
・
三
・
一
八
新
聞
三
八
二
七
号
一
五
頁
、
同
昭
和
一
三
・
五
・
一

O
民
集
一
七
巻
一
一

号
八
九
二
具
、
岡
昭
和
一
五
・
ニ
・
二
評
論
ニ
九
巻
民
訴
コ
ヱ
ハ
頁
、
向
昭
和
二
ハ
・
六
・
ニ

O
民
集
二

O
巻
一
四
号
九

O
O頁。

(
刊
日
)
大
判
昭
和
六
・
コ
了
一
民
集
一

O
巻
一
二
号
一
一
四
九
頁
。

(
叩
印
)
鈴
木
三
一
二

i
三
-
三
頁
(
七
)
(
九
〉

0

(
却
)
鈴
木
三
一

O
頁
、
田
中
(
誠
)
二
七
六
頁
、
石
井
口
鴻
一
四
二
頁
、
浜
田
一
四
二
頁
、
佐
藤
一

O
一
頁
。

(
幻
)
平
出
「
手
形
法
上
の
利
得
償
還
請
求
権
の
性
質
」
前
掲
-
四
二

l
一
四
三
頁
。

(
包
〉
松
本
九
七

l
九
九
真
、
竹
田
五
七
頁
、
田
中
(
耕
)
一
九
八
頁
、
田
中
(
誠
)
二
七
七
|
二
七
八
頁
、
伊
沢
五
二
貝
、
鈴
木
三
一
一
頁
、
大
隅
六
四

頁
、
石
井
H
鴻
一
四
二

i
一
四
三
頁
、
浜
田
一
四
三
頁
、
鴻
一
四
頁
、
大
判
大
正
五
・
一

0
・
四
民
録
二
二
輯
一
八
四
八
頁
、
同
大
正
六
・
七
・
五
民

録
二
三
精
一
ニ
入
二
頁
、
同
大
正
入
・
ニ
・
ニ
六
民
録
二
五
輯
三
八
一
頁
、
同
昭
和
ニ
・
三
・
三
新
聞
二
六
六
九
号
二
ニ
頁
。

(
お
)
田
中
(
耕
)
一
九
七
頁
、
田
中
(
誠
)
二
七
七
頁
、
伊
沢
・
手
形
法
・
小
切
手
法
二
四
三
頁
、
鈴
木
三
一
一
一
貝
、
石
井
H
鴻
一
四
三
頁
、
浜
田
一
四

五
頁
、
鴻
一
七
三
頁
、
東
京
地
判
昭
和
三
コ
了
一
-
一
三
下
級
民
集
九
巻
一
号
九
頁
。

(
泊
)
鈴
木
三
二
一
頁
(
九
)
、
高
窪
「
原
因
債
権
の
時
効
消
滅
と
利
得
償
還
請
求
権
」
判
例
評
論
八
七
号
三
頁
〈
こ
の
論
文
は
、
以
下
で
は
、
著
者
名
の

み
で
引
用
す
る
)
。

(
お
)
竹
田
五
六
頁
、
田
中
(
誠
)
二
七
七
頁
、
伊
沢
五
一
頁
、
鈴
木
「
小
切
手
の
預
入
と
預
金
の
成
立
」
一
八
七
頁
、
大
隅
六
三
頁
、
石
井
H
鴻
一
四
三

頁
、
浜
田
一
四
三
頁
、
蓮
井
二
二
頁
、
河
本
二
三
一

l
二
三
二
頁
、
大
判
大
正
九
・
一
・
二
九
民
録
二
六
穂
九
四
頁
、
最
二
小
判
昭
和
三
六
・
一

二
・
二
二
民
集
一
五
巻
一
二
号
三

O
六
六
頁
。

〈お〉

A
が
B
か
ら
支
払
資
金
の
供
与
を
受
け
た
場
合
と
異
な
り
、
こ
の
場
合
に
は
、

B
が
C
か
ら
得
た
対
価
を
確
保
し
う
る
に
至
る
と
と
も
に

A
の
B
に

対
す
る
資
金
関
係
上
の
既
存
債
務
は
消
滅
す
る
と
解
す
れ
ば
、
支
払
に
代
え
て
引
受
が
な
さ
れ
た
場
合
と
同
様
に
、

A
が
利
得
を
有
す
る
こ
と
と
な

る
。
浜
田
一
四
四
頁
、
河
本
二
四
三
一
ー
1
二
四
四
頁
。
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説

(
幻
)
民
法
上
の
不
当
利
得
に
つ
い
て
、
通
説
は
、
単
に
債
務
を
履
行
し
な
い
と
い
う
だ
け
で
は
利
得
は
存
し
な
い
も
の
と
解
し
て
い
る
が
(
我
妻
・
債
権

各
論
下
巻
一
・
九
五
O
頁
、
松
坂
・
事
務
管
理
・
不
当
利
得
(
新
版
)
六
六
頁
、
田
中
ハ
整
)
・
注
釈
民
法
mw
四
四
四
頁
)
、
債
務
不
履
行
を
す
る
こ

と
に
よ
り
履
行
す
べ
き
給
付
を
不
当
に
占
有
し
て
い
る
こ
と
を
、
広
い
意
味
で
は
不
当
別
得
と
解
す
る
説
も
あ
る
(
山
中
「
不
当
利
得
法
の
あ
り
か

た
」
愛
知
大
学
法
経
論
集
四
一
号
四
七
頁
〉
。

(
お
)
浜
田
一
四
四
頁
、
河
本
二
四
三
頁
。

(
m
u
v

平
出
「
手
形
法
上
の
利
得
償
還
請
求
権
の
法
的
性
質
」
前
掲
一
四
三
頁
。

論

利
得
償
還
請
求
権
の
成
立

利
得
償
還
請
求
の
当
事
者

手
形
法
は
、
手
続
の
欠
快
ま
た
は
時
効
に
よ
っ
て
手
形
上
の
権
利
が
消
滅
し
た
時
に
お
け
る
手
形
の
所
持
人
は
利
得
償
還
請
求
権
を
取
得

し
う
る
旨
を
規
定
す
る
(
手
形
法
八
五
条
)
。
こ
こ
に
い
う
所
持
人
と
は
、
当
然
に
正
当
な
所
持
人
を
意
味
す
る
が
、
正
当
な
所
持
人
で
あ

〈
初
)

れ
ば
、
最
後
の
被
裏
書
人
で
あ
る
と
遡
求
義
務
を
履
行
し
て
手
形
を
受
戻
し
た
裏
書
人
で
あ
る
と
を
問
わ
な
い
こ
と
に
異
論
は
な
い
。
実
質

的
権
利
を
有
す
る
正
当
所
持
人
で
あ
っ
て
も
、
裏
書
の
連
続
が
欠
け
る
た
め
に
形
式
的
資
格
を
有
し
な
い
場
合
に
は
、
利
得
償
還
請
求
権
を

ハ
況
)

取
得
し
え
な
い
と
す
る
見
解
も
か
つ
て
は
存
し
た
。
し
か
し
、
実
質
的
権
利
を
推
定
せ
し
め
る
形
式
的
資
格
を
有
し
な
け
れ
ば
、
実
質
的
権

利
の
証
明
に
困
難
が
と
も
な
う
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
実
質
的
権
利
を
証
明
し
う
る
限
り
、
手
形
の
正
当
な
所
持
人
と
し
て
利
得
償
還
請
求
権

ハ
叩
叫
)

者
た
り
う
る
こ
と
は
、
現
在
で
は
通
説
・
判
例
の
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

手
形
上
の
権
利
の
消
滅
当
時
実
質
的
権
利
者
が
形
式
的
資
格
を
有
し
な
い
に
と
ど
ま
ら
ず
、
手
形
の
所
持
を
失
っ
て
い
る
場
合
に
つ
い

て
、
手
形
法
の
規
定
(
八
五
条
)
の
文
言
が
所
持
人
に
利
得
償
還
請
求
権
を
認
め
る
点
を
強
調
す
れ
ば
、
手
形
の
所
持
を
失
え
ば
利
得
償
還
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請
求
権
を
取
得
し
え
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
字
句
の
解
釈
と
し
て
は
、
こ
こ
に
い
う
所
持
人
と
は
、
手
形
を
現
実
に
所
持
し
て
い
る

(
お
)

者
に
限
ら
ず
、
実
質
的
権
利
者
の
意
味
に
解
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
利
得
償
還
請
求
権
者
た
り
う
る
者
は
、
手
形
上
の
権
利
の
消
滅
当

〈

M
〉

時
手
形
上
の
権
利
を
有
す
る
者
の
う
ち
、
こ
れ
を
行
使
し
え
た
者
に
限
ら
れ
る
も
の
と
解
す
べ
き
理
由
は
な
く
、
利
得
償
還
請
求
権
の
取
得

要
件
と
行
使
要
件
と
は
区
別
し
て
芳
察
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
手
形
上
の
権
利
に
つ
い
て
も
、
為
替
手
形
を
盗
ま
れ
て
そ
の
現
実
の
所

持
を
失
っ
て
い
る
実
質
的
権
利
者
は
、
手
形
の
単
な
る
占
有
者
の
呈
示
に
応
じ
て
引
受
が
な
さ
れ
れ
ば
、
こ
れ
に
よ
り
手
形
上
の
既
存
の
権

利
に
加
え
て
引
受
人
に
対
す
る
権
利
を
も
取
得
し
、
手
形
の
所
持
を
回
復
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
権
利
を
取
得
す
る
も
の
で
は
な
い
か

ら
、
利
得
償
還
請
求
権
の
取
得
に
つ
い
て
手
形
の
所
持
を
強
調
す
る
こ
と
は
合
理
的
で
な
い
。
さ
ら
に
、
実
際
上
も
、
手
形
を
喪
失
し
た
場

合
に
拒
絶
証
書
作
成
期
間
の
経
過
前
に
手
形
の
所
持
を
回
復
し
、
ま
た
は
除
権
判
決
を
受
け
る
こ
と
は
困
難
な
場
合
が
多
い
か
ら
、
手
形
の

所
持
を
利
得
償
還
請
求
権
取
得
の
要
件
と
解
す
れ
ば
、
遡
求
義
務
を
免
れ
た
利
得
者
は
利
得
償
還
義
務
を
も
免
れ
る
こ
と
に
な
り
、
か
か
る

結
果
は
利
得
償
還
請
求
制
度
の
基
礎
に
あ
る
衡
平
に
著
し
く
反
す
る
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
、
通
説
・
判
例
の
よ
う
に
、
手
形
上
の
権
利
の

消
滅
当
時
実
質
的
権
利
を
有
し
た
者
は
、
手
形
の
所
持
を
失
っ
て
い
る
場
合
に
も
、
第
三
者
の
善
意
取
得
に
よ
り
結
局
実
質
的
権
利
を
失
っ

て
い
な
け
れ
ば
、
利
得
償
還
請
求
権
者
た
り
う
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

手形法上の利得償還請求権

実
質
的
権
利
を
有
す
る
者
が
手
形
の
所
持
を
失
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
原
因
を
問
わ
な
い
か
ら
、
盗
難
、
遺
失
、
滅
失
等
の
ほ
か
、
手
形

を
任
意
に
交
付
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
利
得
償
還
請
求
権
者
た
り
う
る
者
は
、
実
質
的
権
利
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
、
現
に
手
形
を
所
持

す
る
無
権
利
者
で
は
な
い
。
手
形
の
流
通
に
お
け
る
前
者
に
対
す
る
関
係
で
は
、
手
形
債
権
移
転
行
為
を
そ
の
原
因
関
係
に
即
し
て
有
国
的

に
構
成
す
る
立
場
か
ら
は
、
手
形
債
権
の
消
滅
当
時
、
手
形
を
裏
書
に
よ
り
譲
渡
す
る
原
因
関
係
が
消
滅
し
て
い
れ
ば
、
手
形
が
返
還
さ
れ

て
い
な
く
て
も
手
形
債
権
は
裏
書
人
に
復
帰
し
て
お
り
、
隠
れ
た
取
立
委
任
裏
書
の
よ
う
に
手
形
債
権
を
移
転
す
る
原
因
関
係
が
当
初
か
ら

存
し
な
い
場
合
に
は
、
手
形
債
権
は
被
裏
書
人
に
移
転
し
て
い
な
い
。
従
っ
て
、
か
か
る
場
合
に
は
、
利
得
償
還
請
求
権
者
た
り
う
る
者
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説

は
、
手
形
を
所
持
し
な
い
裏
書
人
で
あ
り
、
被
裏
書
人
は
裏
書
人
の
た
め
に
利
得
償
還
請
求
権
を
行
使
す
る
権
限
を
有
し
う
る
と
し
て
も
、

自命

利
得
償
還
請
求
権
者
で
は
な
い
。

利
得
償
還
義
務
者
た
る
べ
き
者
は
、
為
替
手
形
の
振
出
人
、
引
受
人
お
よ
び
裏
書
人
、
ま
た
は
約
束
手
形
の
振
出
人
お
よ
び
裏
書
人
(
手

形
法
八
五
条
)
(
小
切
手
の
場
合
に
は
振
出
人
、
裏
書
人
お
よ
び
支
払
保
証
を
し
た
支
払
人
(
小
切
手
法
七
二
条
)
〉
の
う
ち
、
手
形
債
務

を
免
れ
た
利
得
者
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
手
形
債
務
者
以
外
に
、
参
加
引
受
人
お
よ
び
保
証
人
に
利
得
が
生
ず
る
可
能
性
も
あ
り
、
衡
平
の
見

地
か
ら
は
か
か
る
手
形
債
務
者
も
利
得
償
還
義
務
者
た
る
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
利
得
償
還
の
制
度
は
、
衡
平
の
見
地
か
ら

立
法
政
策
的
に
手
形
法
の
規
定
に
よ
っ
て
特
に
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
手
形
法
が
振
出
人
、
引
受
人
お
よ
び
裏
書
人
に
限
っ
て
い

る
以
上
は
、
衡
平
の
み
を
理
由
と
し
て
利
得
償
還
義
務
者
を
参
加
引
受
人
お
よ
び
保
証
人
に
ま
で
拡
大
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

な
お
、
手
形
債
務
を
免
れ
た
振
出
人
・
引
受
人
・
裏
書
人
の
う
ち
利
得
を
有
す
る
者
が
数
人
お
れ
ば
、
か
か
る
利
得
者
は
い
ず
れ
も
利
得

償
還
義
務
者
た
り
う
る
も
の
で
、
必
ず
し
も
一
人
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

利
得
償
還
請
求
権
の
発
生
要
件

n
d
 

手
形
法
八
五
条
は
、
手
形
上
の
権
利
が
手
続
の
欠
依
ま
た
は
時
効
に
よ
り
消
滅
し
た
と
き
に
利
得
償
還
請
求
権
が
発
生
す
る
も
の
と
規
定

し
て
い
る
か
ら
、
手
形
上
の
権
利
が
有
効
に
成
立
し
て
い
た
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
手
形
要
件
欠
依
の
た
め
、
ま
た
は
有
害

的
記
載
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
る
た
め
、
手
形
と
じ
て
無
効
で
あ
れ
ば
利
得
償
還
請
求
権
の
発
生
は
問
題
と
な
ら
な
い
。
白
地
手
形
が
未
補

充
の
た
め
遡
求
権
を
保
全
し
え
ず
、
ま
た
は
未
補
充
の
ま
ま
消
滅
時
効
が
完
成
し
た
場
合
に
つ
い
て
も
、
多
数
説
は
、
手
形
上
の
権
利
が
成

〈

お

)

立
し
て
い
な
い
か
ら
利
得
償
還
請
求
権
は
発
生
し
え
な
い
も
の
と
解
し
て
い
る
が
、
衡
平
の
見
地
か
ら
、
満
期
か
ら
三
年
後
に
補
充
を
し
て

も
、
手
形
上
の
権
利
は
既
に
時
効
に
か
か
っ
て
い
る
が
、
そ
の
代
り
に
利
得
償
還
請
求
権
を
取
得
し
う
る
と
す
る
少
数
説
も
有
力
に
主
張
さ

れ
て
い
る
。
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白
地
手
形
は
ま
だ
手
形
で
は
な
い
か
ら
手
形
法
の
規
定
が
当
然
に
適
用
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
善
意
取
得
の
規
定
が
白
地
手
形
に
も

類
推
適
用
さ
れ
る
よ
う
に
、
手
形
法
の
解
釈
・
適
用
に
当
っ
て
、
白
地
手
形
に
つ
い
て
も
利
得
償
還
請
求
権
の
成
立
を
認
め
る
こ
と
は
必
ず

し
も
不
当
な
こ
と
で
は
な
い
。
か
え
っ
て
、
白
地
手
形
の
所
持
人
が
補
充
権
を
行
使
し
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
こ
れ
に
よ
り
白
地
手
形
を
流

通
に
お
い
た
者
が
そ
の
実
質
関
係
に
お
い
て
得
た
利
得
を
保
持
し
う
る
こ
と
に
な
る
の
は
衡
平
に
反
す
る
。
い
わ
ゆ
る
手
形
厳
正
に
よ
る
手

形
債
務
者
の
不
利
益
に
対
応
し
て
課
さ
れ
る
手
形
債
権
者
の
不
利
益
を
、
衡
平
の
見
地
か
ら
利
得
の
限
度
で
緩
和
す
る
利
得
償
還
請
求
の
制

度
は
、
手
形
法
の
規
定
す
る
厳
格
な
手
形
要
件
を
充
た
し
て
い
な
か
っ
た
場
合
に
も
適
用
あ
る
も
の
と
解
す
る
方
が
、
こ
の
制
度
の
趣
旨
に

合
う
も
の
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
白
地
手
形
の
所
持
人
が
そ
の
裏
書
人
に
原
因
債
権
を
行
使
し
、
原
因
債
務
を
履

行
し
た
裏
書
人
は
さ
ら
に
そ
の
裏
書
人
に
原
因
債
権
を
行
使
す
る
よ
う
に
、
実
質
関
係
上
の
既
存
債
権
の
行
使
を
積
み
重
ね
て
解
決
す
る
よ

り
は
、
白
地
手
形
の
所
持
人
が
直
接
利
得
者
に
対
し
て
利
得
償
還
請
求
権
を
行
使
し
う
る
も
の
と
す
れ
ば
、
こ
れ
に
よ
り
、
白
地
手
形
の
当

事
者
会
員
に
と
っ
て
白
地
手
形
上
の
関
係
お
よ
び
白
地
手
形
授
受
の
背
後
に
あ
る
実
質
関
係
を
す
べ
て
解
決
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
か

か
る
結
果
は
関
係
者
会

A

員
に
と
っ
て
合
理
的
な
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
白
地
手
形
の
所
持
人
も
、
手
形
法
八
五
条
の
類
推
凋
用
に
よ
り
、

手形法上の利得償還請求権

利
得
償
還
請
求
権
を
有
し
う
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

白
地
手
形
上
の
権
利
を
含
め
て
、
手
形
上
の
権
利
が
手
続
の
欠
依
主
た
は
時
効
に
よ
っ
て
消
滅
し
た
場
合
に
、
振
出
入
、
引
受
人
ま
た
は

裏
書
人
に
利
得
が
存
す
る
と
き
は
、
利
得
を
得
た
こ
れ
ら
の
手
形
債
務
者
に
対
す
る
利
得
償
還
請
求
権
が
発
生
す
る
。

A
が
代
金
支
払
の
方
法
と
し
て
売
主
B
に
約
束
手
形
を
振
出
し
た
場
合
に
、
手
形
上
の
権
利
が
時
効
に
よ
り
消
滅
し
た
と
き
は
、

A
-
B

聞
の
特
約
に
よ
り
A
が
原
因
関
係
上
の
代
金
債
務
の
支
払
に
代
え
て
手
形
を
振
出
し
、
こ
れ
に
よ
り
A
の
原
因
債
務
が
消
滅
し
た
場
合
の
み

な
ら
ず
、
原
因
債
務
が
存
続
し
て
い
て
も
、
前
述
の
よ
九
旬
、

A
に
対
す
る
利
得
償
費
請
求
権
の
行
使
に
よ
り
原
因
債
務
が
消
滅
す
る
こ
と

に
な
る
場
合
に
は
、

A
は
B
か
ら
取
得
し
た
対
価
に
つ
き
利
得
を
得
て
い
る
も
の
と
解
し
う
る
。
し
か
し
、
手
形
上
の
権
利
が

B
の
手
許
で
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時
効
に
よ
り
消
滅
し
た
場
合
に
は
、

B
は
A
に
対
し
て
原
因
債
権
を
行
使
し
う
る
も
の
で
あ
り
、
も
し
B
が
利
得
償
還
請
求
権
を
有
し
う
る

も
の
と
解
し
て
も
、
そ
の
内
容
は
後
述
の
よ
う
に

B
の
A
に
対
す
る
原
因
債
権
と
変
ら
な
い
。
従
っ
て
、
権
利
の
行
使
・
譲
渡
の
方
法
が
両

者
共
に
同
一
で
あ
る
な
ら
ば
、
手
形
当
事
者
聞
に
お
け
る
衡
平
な
解
決
の
た
め
に
同
一
当
事
者
間
に
原
因
債
権
と
同
一
内
容
の
利
得
償
還
請

論

求
権
を
認
め
る
必
要
は
な
く
、
手
形
授
受
の
直
接
当
事
者
聞
に
お
い
て
は
利
得
償
還
請
求
権
は
発
生
し
な
い
も
の
と
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ

う
。
し
か
し
な
が
ら
、
利
得
償
還
請
求
権
河
、
後
述
の
よ
う
に
、
原
因
債
権
と
異
な
り
、
手
形
債
権
と
同
様
に
、
そ
の
行
使
・
譲
渡
に
証
券

の
呈
示
・
交
付
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
直
接
当
事
者
間
に
お
い
て
も
利
得
償
還
請
求
権
の
成
立
を
認
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

受
取
人
B
が
さ
ら
に
借
金
債
務
の
支
払
の
た
め
に
こ
の
手
形
を
C
に
裏
書
し
た
よ
う
な
場
合
に
は
、
裏
書
人
B
は
手
形
授
受
の
原
因
関
係

に
お
い
て
C
か
ら
対
価
を
取
得
し
て
い
る
が

A
に
対
価
を
供
し
て
い
る
か
ら
利
得
は
な
く
、
振
出
入
A
に
の
み
利
得
が
存
す
る
こ
と
に
な

る
。
裏
書
人
B
に
対
す
る
遡
求
権
が
手
続
の
欠
飲
ま
た
は
時
効
に
よ
っ
て
消
滅
し
て
も
振
出
人
A
に
対
す
る
手
形
債
権
が
存
続
し
て
い
れ

ば、

B
-
C
聞
に
既
存
債
務
の
支
払
に
代
え
て
裏
書
す
る
旨
の
特
約
が
な
け
れ
ば
、

C
は、

A
に
対
す
る
手
形
債
権
の
存
続
す
る
手
形
を
B

に
返
還
す
る
の
と
引
換
に
、

B
に
対
し
て
既
存
債
務
の
履
行
を
請
求
し
う
る
。
し
か
し
、

B
に
対
す
る
遡
求
権
の
み
な
ら
ず
A
に
対
す
る
手

形
上
の
主
た
る
権
利
も
時
効
に
よ
り
消
滅
し
た
と
き
は
、

C
は
A
に
対
す
る
利
得
償
還
請
求
権
を
取
得
す
る
。

C
は、

B
に
健
全
な
手
形
を

返
還
し
え
な
い
か
ら
、

B
・
C
聞
に
特
約
が
な
け
れ
ば
B
に
対
し
て
既
存
債
務
の
履
行
を
請
求
し
え
ず
、
そ
の
た
め

B
は
C
か
ら
取
得
し
た

対
価
を
確
定
的
に
保
持
し
う
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
に
よ
り
A
の
B
に
対
す
る
原
因
関
係
上
の
既
存
債
務
も
消
滅
す
る
。

こ
の
場
合
に
、

C
は、

B
に
健
全
な
手
形
を
返
還
し
え
な
い
が
、

A
に
対
す
る
利
得
償
還
請
求
権
を
B
に
譲
渡
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の

(
H
M
〉

範
囲
内
で

B
に
対
し
て
原
因
債
権
を
行
使
し
う
る
と
す
る
芳
え
方
も
あ
る
。
後
述
の
よ
う
に
、

C
が
A
に
対
し
て
取
得
す
る
利
得
償
還
請
求

権
は
、

B
が
A
に
対
し
て
行
使
し
う
る
原
因
関
係
上
の
債
権
と
そ
の
内
容
が
同
一
で
あ
り
、
し
か
も
手
形
債
権
と
同
様
に
証
券
に
表
章
さ
れ

て
い
る
。
し
か
し
、
利
得
償
還
請
求
権
は
、
手
形
債
権
と
異
な
り
、
有
国
的
権
利
で
あ
っ
て
手
形
訴
訟
が
認
め
ら
れ
ず
、
さ
ら
に
、

B
は
A
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に
対
す
る
手
形
債
権
消
滅
後
に
お
け
る
A
の
無
資
力
化
の
危
険
を
負
担
す
ベ
ぎ
も
の
で
は
な
い
か
ら
、

C
は
B
に
健
全
な
手
形
を
返
還
し
え

な
い
以
上
、

A
に
対
す
る
利
得
償
還
請
求
権
と
引
換
に

B
に
既
存
債
務
の
履
行
を
当
然
に
請
求
し
う
る
も
の
で
は
な
い
。
も
し
、

A
が
支
払

を
拒
絶
し
た
と
き
は
、

C
は
B
に
対
し
て
健
全
な
手
形
を
返
還
し
な
く
て
も
既
存
債
務
の
履
行
を
請
求
し
う
る
旨
の
特
約
が

B
-
C
聞
に
存

す
る
な
ら
ば
、

C
は
B
に
既
存
債
務
の
履
行
を
請
求
し
、

B
は
さ
ら
に
A
に
対
し
て
既
存
債
務
の
履
行
を
請
求
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
A
の
既
存
債
務
は
存
続
す
る
が
、

C
は
A
に
対
す
る
利
得
償
還
請
求
権
を
取
得
し
、
そ
の
行
使
に
よ
り
B・

C
聞
の

既
存
債
務
も
A
・
B
聞
の
既
存
債
務
も
す
べ
て
消
滅
す
る
こ
と
に
な
る
。

受
取
人
B
か
ら
手
形
の
裏
金
田
を
受
け
た

C
が
さ
ら
に
D
に
裏
書
し
て
手
形
の
割
引
を
受
け
た
よ
う
な
場
合
に
、

A
に
対
す
る
手
形
上
の
権

刺
が
消
滅
し
た
と
き
は
、

D
は
A
に
対
す
る
利
得
償
還
請
求
権
を
取
得
す
る
。

D
は
C
に
健
全
な
手
形
を
返
還
し
え
な
い
か
ら
、
特
約
が
な

け
れ
ば
、

C
に
対
し
て
手
形
の
買
戻
を
請
求
し
え
ず
、

C
は
D
か
ら
得
た
対
価
を
確
定
的
に
保
持
し
う
る
か
ら
、

B
の
C
に
対
す
る
既
存
債

務
は
消
滅
し
、
同
様
に
A
の
B
に
対
す
る
既
存
債
務
も
消
滅
す
る
。
も
し
、

B
が
A
に
新
た
に
対
価
を
供
す
る
こ
と
な
く
、
無
資
力
な
A
に

対
す
る
既
存
の
貸
倒
債
権
に
基
づ
い
て
A
に
約
束
手
形
を
振
出
さ
せ
、

C
か
ら
対
価
を
得
て
こ
れ
を
C
に
裏
書
す
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
貸

倒
債
権
を
資
金
関
係
と
し
て
A
を
支
払
人
と
す
る
為
替
手
形
を
B
が
C
に
振
出
す
場
合
と
同
様
に
、
手
形
授
受
の
原
因
関
係
に
お
い
て
利
得

手形法上の利得償還請求権

を
得
る
者
は
A
で
は
な
く
B
で
あ
る
と
解
し
う
る
か
ら
、

C
の
手
形
を
割
引
い
た

D
は、

B
に
対
す
る
手
形
債
権
が
消
滅
し
た
と
き
は
、

B

に
対
し
て
利
得
償
還
請
求
権
を
取
得
す
る
こ
と
に
な
る
。

A
が
手
形
を
受
一
戻
さ
ず
に

B
に
既
存
債
務
を
履
行
し
た
場
合
や
、

A
が
B
に
融
通
手
形
を
振
出
し
た
よ
う
な
場
合
に
は
、

A
に
は
利
得
が

な
く
、

B
に
利
得
が
あ
る
か
ら
、

A
に
対
す
る
手
形
債
権
が
存
続
し
て
い
て
も
、

B
に
対
す
る
遡
求
権
が
消
滅
す
れ
ば
、

D
は
B
に
対
す
る

利
得
償
還
請
求
権
を
取
得
す
る
。

D
の
B
に
対
す
る
遡
求
権
の
み
が
時
効
で
消
滅
し
、

C
に
対
す
る
遡
求
権
の
時
効
が
中
断
さ
れ
て
い
れ

ば、

C
は
D
か
ら
手
形
を
受
一
戻
す
こ
と
に
よ
り
B
に
対
す
る
再
遡
求
権
と
A
に
対
す
る
手
形
債
権
を
共
に
行
使
し
う
る
か
ら
、

D
は
C
に
手
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形
を
返
還
し
て
原
因
債
権
を
行
使
す
る
こ
と
も
、

A
に
対
す
る
手
形
上
の
主
た
る
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
も
、

B
に
対
す
る
利
得
償
還
請
求

権
を
行
使
す
る
こ
と
も
、
い
ず
れ
も
可
能
で
あ
る
。

D
が
B
に
対
す
る
利
得
償
還
請
求
権
を
行
使
す
れ
ば
、
す
べ
て
の
原
因
関
係
が
消
滅

し
、
手
形
が
抹
消
さ
れ
れ
ば
手
形
関
係
も
す
べ
て
消
滅
す
る
こ
と
に
な
る
。

論

B
が
C
に
対
す
る
売
買
代
金
債
務
の
支
払
の
た
め
に

A
を
支
払
人
と
す
る
為
替
手
形
を
C
に
振
出
し
、

A
は
B
か
ら
支
払
資
金
の
供
与
を

受
け
て
こ
れ
の
引
受
を
な
し
、
ま
た
は
A
は
B
に
対
す
る
借
金
債
務
の
支
払
の
た
め
に
こ
れ
の
引
受
を
な
し
、

C
は
こ
れ
を
D
に
裏
書
し
て

割
引
を
受
け
た
よ
う
な
場
合
に
は
、

A
の
B
に
対
す
る
資
金
関
係
上
の
債
務
が
存
続
し
て
も
A
は
利
得
を
有
し
、

A
に
対
す
る
手
形
上
の
権

利
が
消
滅
す
れ
ば
、

D
は
A
に
対
す
る
利
得
償
還
請
求
権
を
取
得
す
る
。

A
-
B
聞
の
資
金
関
係
と
し
て
は
、

A
が
手
形
金
を
支
払
っ
た
と

き
に

B
が
そ
の
支
払
資
金
を
A
に
補
償
す
る
旨
の
契
約
が
存
し
、
こ
れ
に
も
と
づ
い
て
A
が
引
受
を
な
し
た
よ
う
な
場
合
に
は
、

B
に
利
得

B
に
対
す
る
遡
求
権
が
消
滅
す
れ
ば
、
引
受
人
A
に
対
す
る
手
形
上
の
主
た
る
権
利
と
C
に
対
す
る
遡
求
権
が
存
続
し
て
い
て

が
存
し
、

も、

D
は
B
に
対
し
て
利
得
償
還
請
求
権
を
取
得
す
る
。

ω
利
得
償
還
請
求
権
の
内
容

A
が
購
入
財
産
の
代
金
支
払
方
法
と
し
て

B
に
約
束
手
形
を
振
出
し
、

B
は
こ
の
手
形
を
借
金
債
務
支
払
の
た
め
に

C
に
裏
書
し
、

C
か

ら
裏
書
を
受
け
て
こ
の
手
形
を
割
引
い
た

D
が、

A
に
対
す
る
手
形
債
権
を
時
効
に
よ
っ
て
失
っ
た
場
合
に
、

D
が
A
に
償
還
を
請
求
し
う

る
利
得
の
額
は
、
必
ず
し
も
A
が
取
得
し
た
財
産
の
客
観
的
価
額
と
一
致
す
る
と
は
限
ら
ず
、
ま
た
手
形
金
額
と
一
致
す
る
と
も
限
ら
な

ぃ
。
例
え
ば
、
客
観
的
に
は
一
五

O
万
円
と
評
価
さ
れ
る
財
産
を
一

O
O万
円
で
購
入
す
る
こ
と
と
し
、

一
O
O万
円
の
手
形
を
振
出
し
た

場
合
に
は
、
通
常
は
A
の
利
得
額
は
一

O
O万
円
で
あ
る
が
、
二

O
万
円
代
金
の
減
額
を
請
求
し
う
る
と
き
は
A
の
利
得
額
は
八

O
万
円
で

あ
り
、
ま
た
は
、

A
が
手
形
外
で
代
金
の
一
部
三

O
万
円
を
支
払
っ
た
と
き
は
A
の
利
得
額
は
七

O
万
円
で
あ
る
。
或
は
、

A
が
六

O
万
円

の
債
務
の
支
払
と
四

O
万
円
の
融
通
の
目
的
を
兼
ね
て
一

O
O万
円
の
手
形
を
B
に
振
出
し
た
場
合
に
は
、

A
の
利
得
額
は
六

O
万
円
と
な
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る
。
こ
れ
ら
の
場
合
に

B
が一

O
O万
円
の
借
金
債
務
の
支
払
の
た
め
に

C
に
裏
書
す
れ
ば
、

B
は
A
に
八

O
万
円
、
七

O
万
円
ま
た
は
六

O
万
円
の
対
価
を
供
し
て
C
か
ら
一

O
O万
円
の
対
価
を
取
得
し
て
い
る
か
ら
、

B
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
に
応
じ
て
二

O
万
円
、
ゴ
一

O
万

円
ま
た
は
四

O
万
円
の
利
得
が
存
し
う
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
例
え
ば
、

B
の
C
に
対
す
る
一

O
O万
円
の
借
金
債
務
の
う
ち
、

万
円
に
つ
い
て
は
利
息
制
限
法
違
反
を
理
由
に
無
効
を
主
張
し
う
る
場
合
に
は
、

B
の
利
得
額
は
一

O
万
円
減
少
す
る
。
こ
れ
ら
の
各
場
合

に
応
じ
て
、
手
形
所
持
人
D
は
A
、
B
お
よ
び
C
に
対
し
て
そ
の
利
得
額
に
つ
い
て
利
得
の
償
還
を
請
求
し
う
る
。

既
存
債
務
の
支
払
の
た
め
に
、
も
し
く
は
担
保
の
た
め
に
手
形
が
授
受
さ
れ
、
既
存
債
務
が
消
滅
し
な
い
場
合
に
も
、
ま
た
は
既
存
債
務

の
支
払
に
代
え
て
手
形
が
授
受
さ
れ
、
既
存
債
務
が
消
滅
し
た
場
合
に
も
、
も
し
く
は
手
形
の
授
受
に
よ
っ
て
は
既
存
債
務
が
消
滅
し
な
か

っ
た
が
、
そ
の
後
、
流
通
過
程
の
後
者
が
手
形
授
受
の
対
価
を
確
定
的
に
保
持
し
う
る
こ
と
に
な
っ
た
た
め
に
前
者
の
既
存
債
務
が
消
滅
し

右
の
例
の
よ
う
に
、

B
が
A
に
原
因
関
係
上
行
使
し
う
る
既
存
債
権
の
額
、

(
位
)

れ
ば
B
が
A
に
原
因
関
係
上
行
使
し
え
た
既
存
債
権
の
額
が
、

A
の
利
得
額
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

B
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
は
C
が
B

た
場
合
で
あ
っ
て
も
、

ま
た
は
手
形
を
利
用
し
な
け

結
局
、

に
原
因
関
係
上
請
求
し
え
た
既
存
債
権
の
額
か
ら
、

B
が
A
に
原
因
関
係
上
請
求
し
え
た
既
存
債
権
の
額
を
控
除
し
た
額
の
う
ち
取
引
に
と

手形法上の利得償還請求権

も
な
う
正
当
な
利
益
を
超
え
る
額
が
、

B
の
利
得
額
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
手
形
法
が
衡
平
の
見
地
か
ら
規
定
し
た
利
得
償
還
請
求
権
の
基

礎
は
、
請
求
を
受
け
る
当
該
利
得
償
還
義
務
者
が
手
形
を
授
受
す
る
基
礎
と
な
っ
た
実
質
関
係
に
存
す
る
も
の
で
あ
泌
が
利
得
償
還
請
求
権

は
、
本
質
的
に
は
、
手
形
債
務
を
免
れ
た
利
得
者
に
対
す
る
実
質
関
係
上
の
既
存
債
権
と
同
じ
内
容
の
も
の
で
あ
る
が
、
実
質
関
係
の
当
事

者
で
は
な
い
手
形
所
持
人
が
こ
れ
を
行
使
す
る
よ
う
に
、
ま
た
、
も
し
そ
の
利
得
者
が
手
形
の
取
得
に
あ
た
っ
て
他
に
対
価
を
供
与
す
る
こ

と
に
よ
り
実
質
関
係
上
の
債
権
を
有
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
債
権
額
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
る
よ
う
に
、
手
形
法
は
こ
れ
に
修
正
を
加
え
変
形

せ
し
め
て
い
る
。

従
っ
て
、
利
得
償
還
請
求
権
が
手
形
上
の
権
利
の
変
形
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
利
得
償
還
請
求
に
対
抗
し
う
る
抗
弁
は
、
手 O 
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説

(“〉

形
上
の
権
利
の
行
使
に
対
抗
し
う
べ
か
り
し
も
の
に
限
ら
れ
る
と
解
す
る
の
は
妥
当
で
な
い
。
手
形
債
務
者
は
、
手
形
債
務
の
履
行
を
請
求

さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
然
に
人
的
抗
弁
の
切
断
と
い
う
不
利
益
を
受
け
る
が
、
手
形
債
務
を
免
れ
た
者
に
対
し
て
衡
平
の
見
地
か
ら
特
に
認

め
ら
れ
る
利
得
償
還
請
求
権
の
場
合
に
は
、
手
形
授
受
の
原
因
関
係
上
履
行
す
る
こ
と
を
要
し
た
既
存
債
務
よ
り
も
不
利
益
を
受
け
る
べ
き

(

必

)

(

必

)

理
由
は
な
い
。
右
の
例
で

A
の
既
存
債
務
が
時
効
消
滅
し
た
場
合
に
は
、
そ
れ
が
手
形
債
権
の
消
滅
後
で
あ
れ
、
手
形
債
権
の
消
滅
前
で
あ
れ
、

A
が
既
存
債
務
を
免
れ
る
の
は
手
形
の
授
受
と
は
無
関
係
な
時
効
の
完
成
と
い
う
原
因
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

A
に
は
利
得
が
な
い
も

(
釘
)

の
と
解
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

A
は
既
存
債
務
よ
り
も
不
利
益
を
受
け
る
こ
と
は
な
く
、
手
形
所
持
人

D
が
A
に
対
し
て
有
し
う
る
利
得

償
還
請
求
権
の
内
容
は
、
基
本
的
に
は
B
の
A
に
対
す
る
原
因
債
権
と
同
様
で
あ
る
と
解
す
れ
ば
、

B
の
A
に
対
す
る
原
因
債
権
が
時
効
に

よ
り
消
滅
し
た
場
合
に
A
に
利
得
が
な
い
も
の
と
し
て
手
形
所
持
人
の
A
に
対
す
る
利
得
償
還
請
求
権
が
認
め
ら
れ
な
い
の
は
当
然
の
こ
と

~I命

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

A
は
、
利
得
償
還
請
求
を
受
け
た
場
合
に
、

B
に
対
す
る
原
因
関
係
上
の
抗
弁
を
も
っ
て
対
抗
し
う
る
が
、
手
形

法
の
規
定
す
る
利
得
償
還
請
求
権
は
、

B
が
A
に
対
し
て
有
す
る
原
因
債
権
を
手
形
所
持
人
D
に
承
継
的
に
取
得
せ
し
め
る
も
の
で
は
な
い

か
ら
、

A
が
手
形
授
受
の
原
因
関
係
と
は
無
関
係
に

B
に
対
し
て
有
す
る
債
権
を
も
っ
て
す
る
相
殺
の
抗
弁
の
よ
う
に
、
当
該
手
形
授
受
の

(
川
崎
〉

原
因
関
係
と
は
無
関
係
に
有
す
る
人
的
抗
弁
を
も
っ
て
、
手
形
所
持
人
の
利
得
償
還
請
求
に
当
然
に
対
抗
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
に
芳
え
て
く
る
と
、
手
形
法
の
規
定
す
る
利
得
償
還
請
求
権
は
、
基
本
的
に
は
、
衡
平
の
見
地
か
ら
、
手
形
債
権
が
消
滅
し
た

場
合
に
、
そ
の
消
滅
前
に
は
行
使
し
え
た
手
形
債
権
の
範
囲
で
、
手
形
授
受
の
実
質
関
係
上
利
得
し
た
手
形
債
務
者
に
対
し
て
存
す
る
既
存

債
権
と
同
じ
内
容
の
権
利
を
手
形
債
権
者
に
行
使
せ
し
め
、
ま
た
は
、
既
存
債
権
が
手
形
の
利
用
に
よ
り
消
滅
し
た
と
き
は
、
手
形
を
用
い

な
け
れ
ば
消
滅
し
な
か
っ
た
は
ず
の
既
存
債
権
と
同
じ
内
容
の
権
利
を
行
使
せ
し
め
、
こ
れ
に
よ
り
手
形
授
受
の
関
係
者
会
員
に
と
っ
て
そ

の
手
形
関
係
お
よ
び
実
質
関
係
を
終
了
せ
し
め
、
衡
平
に
か
な
う
解
決
を
与
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
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手形法上の利得償還請求権

(
初
〉
大
判
大
正
二
・
二
・
二
一
民
録
一
九
韓
九
O
頁。

(
況
)
田
中
〔
緋
)
一
九
七
頁
、
大
判
昭
和
五
・
九
・
一
七
民
集
九
巻
一

O
号
八
一
二
頁
。

(
沼
)
鈴
木
・
判
民
昭
和
五
年
度
七
八
事
件
二
八
二
|
二
八
三
頁
、
鈴
木
三
一

O
賀
、
回
中
(
誠
)
二
七
二
頁
、
山
尾
六
三
頁
、
伊
沢
五
二
頁
、
大
隅
日
河

本
四
一
一
頁
、
石
井
H
鴻
一
四

O
頁
、
浜
白
一
三
四
頁
、
鴻
二
ハ
ニ
頁
、
河
本
二
二
三
頁
、
最
三
小
判
昭
和
二
二
・
二
・
七
民
集
一

O
巻
二
号
二
七

百円。

(
お
)
北
沢
「
利
得
償
還
請
求
権
」
商
法
演
習
(
旧
版
〉

E
二
O
五
頁
(
こ
の
論
文
は
以
下
で
は
著
者
名
の
み
で
引
用
す
る
〉
。

〈
斜
〉
松
本
九
六
頁
、
大
判
昭
和
五
・
九
・
一
七
民
集
九
巻
一

O
号
八
一
二
頁
。

ハ
お
)
大
隅
・
民
商
四
一
巻
五
号
七
四
八
頁
、
升
本
・
判
例
評
論
二

O
号
一
六
頁
、
浜
田
一
三
五
頁
、
北
沢
二

O
四
l
二
O
五
頁
、
鴻
一
六
四
頁
、
河
本
・

商
事
法
務
一
五
八
号
一
一
二
頁
、
船
山
・
法
学
-
八
巻
二
号
二
七
四
頁
、
前
回
・
法
協
七
七
巻
二
号
二
二
八
百
同
(
こ
の
論
文
は
以
下
で
は
著
者
名
の
み
で

引
用
す
る
〉
、
北
村
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
八
四
号
三
九

l
四
O
頁
。
最
三
小
判
昭
和
三
四
・
六
・
九
民
集
一
三
巻
六
号
六
六
四
頁
。

(
鉛
)
平
出
「
手
形
債
権
移
転
行
為
の
相
対
的
有
因
性
」
石
弁
先
生
追
悼
商
事
法
の
諸
問
題
四
三
五
四
三
八
頁
・
四
五
二
|
四
五
四
頁
。

(
幻
)
浜
田
一
三
九
頁
、
鴻
一
七
四
頁
。

(
犯
)
田
中
(
誠
)
二
七
四
頁
、
納
富
一
一
一
ニ
二
貝
、
伊
沢
五

O
頁
、
石
井
H
鴻
一
四
二
頁
、
浜
田
一
三
四
頁
・
一
三
六
頁
(
四
)
・
一
四

O
頁。

(
m
m
)

鈴
木
三
一
一
頁
会
ハ
)
、
大
隅
U
河
本
四
O
九
頁
。

(
初
)
一
一

ω
二
五
|
二
六
頁
。

ハ
必
)
浜
田
一
五
一

l
一
五
二
頁
(
一
五
)
、
な
お
、
大
判
昭
和
六
・
ゴ
了
-
民
集
一

O
巻
一
二
号
一
一
四
九
頁
参
照
。

(
必
)
木
内
「
利
得
償
還
請
求
権
の
制
度
的
な
再
検
討
」
法
学
新
報
七
八
巻
四
・
五
・
六
号
一
七
二
百
戸
。

(
刊
日
)
山
尾
九
六
頁
。

(
川
制
)
鈴
木
三
一
二
貝
。

(
必
)
大
判
昭
和
一
六
・
六
・
二

O
民
集
二

O
巻
一
四
号
九
O
O頁
、
最
三
小
判
昭
和
三
八
・
五
・
二
一
民
集
一
七
巻
四
号
五
六

O
頁。

(
必
)
長
三
小
判
昭
和
四

0
・
四
・
一
三
判
例
時
報
四
一
三
号
七
六
頁
。

(
門
出
)
小
町
谷
・
判
民
昭
和
一
六
年
度
五
九
事
件
二
六
二
頁
、
田
中
(
誠
)
二
七
八
頁
、
伊
沢
・
手
形
法
・
小
切
手
法
二
三
六
|
二
三
七
一
貝
、
石
井
日
鴻
一

四
四
頁
、
浜
田
一
四
五
頁
、
鴻
一
七
四
頁
。
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説

〈
川
町
)
大
判
大
正
二
・
四
・
一
四
民
録
一
九
斡
二
三
六
頁
。

ハM
叩
)
平
出
「
手
形
法
よ
の
刺
得
償
還
請
求
権
の
性
質
」
前
掲
一
四
三
頁
。

論

利
得
償
還
請
求
権
の
行
使

ω
利
得
償
還
請
求
権
の
立
証
と
手
形
の
所
持

利
得
償
還
請
求
権
を
行
使
す
る
た
め
に
は
、
自
己
の
有
し
た
手
形
上
の
権
利
が
手
続
の
欠
飲
ま
た
は
時
効
に
よ
っ
て
消
滅
し
た
こ
と
、
ぉ

(

印

)

よ
び
こ
れ
に
よ
り
手
形
上
の
義
務
を
免
れ
た
者
が
利
得
を
有
す
る
こ
と
を
立
証
す
る
こ
と
を
要
し
、
ま
た
、
刺
得
額
は
手
形
金
額
と
同
額
で

(

日

〉

〈

四

品

〉

あ
る
と
推
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
そ
の
利
得
の
額
を
も
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
は
、
当
初
の
利
得
償
還
請
求
権
者
が

手
形
上
の
義
務
を
免
れ
た
利
得
者
に
対
し
そ
の
利
得
額
に
つ
い
て
取
得
し
た
利
得
償
還
請
求
権
を
自
己
が
有
効
に
譲
受
け
た
も
の
で
あ
り
、

こ
の
権
利
の
譲
受
を
も
っ
て
利
得
償
還
義
務
者
に
対
抗
し
う
る
旨
を
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

利
得
償
還
請
求
権
を
行
使
す
る
た
め
に
は
、
か
か
る
立
証
を
も
っ
て
た
り
る
の
か
、
さ
ら
に
手
形
の
所
持
を
も
要
す
る
の
か
に
つ
い
て
は

争
い
が
あ
る
。

多
数
説
・
判
例
に
よ
れ
ば
、
利
得
償
還
請
求
権
は
指
名
債
権
で
あ
り
、
失
効
し
た
手
形
は
こ
の
権
利
を
証
明
す
る
証
書
に
す
ま
ず
、
こ
の

権
利
の
行
使
に
は
手
形
の
所
持
を
必
要
と
せ
ず
、
手
形
を
喪
失
し
て
も
除
権
判
決
を
得
る
必
要
は
な
い
も
の
と
解
さ
れ
て
い
碕
ド
こ
の
立
場

か
ら
は
、
手
形
ま
た
は
除
権
判
決
は
民
法
四
八
七
条
所
定
の
「
債
権
の
証
書
」
と
言
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
か
ら
、
利
得
償
還
義
務
者
は
全
部

ハ
口
叶
)

の
弁
済
を
な
し
た
と
き
は
そ
の
交
付
を
請
求
し
う
る
が
、
手
形
ま
た
は
除
権
判
決
の
存
在
し
な
い
場
合
に
は
そ
の
交
付
を
請
求
し
え
ず
、
利

得
償
還
請
求
権
の
行
使
と
手
形
ま
た
は
除
権
判
決
の
交
付
と
は
同
時
履
行
の
関
係
に
立
つ
も
の
で
は
な
い
と
解
さ
れ
て
い
討

V
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こ
れ
に
対
し
て
、
利
得
償
還
請
求
権
を
手
形
上
の
権
利
の
変
形
物
と
解
す
る
権
利
の
性
質
論
九
一
問
、
ま
た
は
、
手
形
は
鞍
転
流
通
す
る
も

の
で
あ
る
か
ら
、
利
得
償
還
請
求
を
受
け
る
債
務
者
の
立
場
を
考
え
る
と
、
そ
の
別
得
償
還
請
求
権
を
有
す
る
正
当
権
利
者
を
確
認
し
、
二

重
の
支
払
を
避
け
る
た
め
に
手
形
の
回
収
を
認
め
る
必
要
が
あ
り
、
ま
た
、
手
形
が
有
効
な
聞
に
生
じ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
善
意
取
得
者

を
保
護
す
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
こ
と
を
理
由
一
叩
ま
た
は
、
手
形
が
少
く
と
も
刺
得
償
還
請
求
権
の
発
生
前
に
手
形
上
の
権
利
を
表
章
す

る
有
価
証
券
で
あ
っ
た
か
ら
、
実
質
的
権
利
者
と
称
す
る
者
が
手
形
を
所
持
す
る
こ
と
な
く
し
て
自
己
が
実
質
的
権
利
者
で
あ
り
、
他
に
菩

意
取
得
者
が
な
い
こ
と
を
立
証
す
る
こ
と
は
き
わ
め
て
困
難
で
あ
っ
て
、
も
し
利
得
償
還
請
求
権
の
行
使
に
子
形
の
所
持
を
要
し
な
い
と
す

れ
ば
、
公
示
催
告
に
よ
る
除
搾
判
決
を
う
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
く
な
る
と
し
て
、
実
質
的
権
利
者
と
称
す
る
者
・
善
意
取
得
者
・
債
務
者
そ

れ
ぞ
れ
の
利
益
衡
量
か
一
畑
山
利
得
償
還
請
求
権
の
行
使
に
は
手
形
の
所
持
ま
た
は
除
権
判
決
が
必
要
で
あ
る
と
解
す
る
少
数
説
も
有
力
に
主

〈
印
〉

張
さ
れ
て
い
る
。

手形法上の利得償還請求権

利
得
償
還
請
求
権
者
は
、
手
形
上
の
権
利
を
失
っ
た
当
時
自
己
が
手
形
上
の
権
利
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
立
証
で
き
れ
ば
、
利
得
償
還
請
求

権
を
行
使
す
る
た
め
に
は
手
形
の
所
持
を
要
し
な
い
も
の
と
解
し
て
も
、
不
当
な
結
果
を
生
ず
る
こ
と
は
な
い
よ
う
に
も
見
え
る
。
し
か

し
、
少
数
説
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
利
得
償
還
請
求
権
は
、
有
価
証
券
た
る
手
形
上
の
権
利
者
が
そ
の
手
形
上
の
権
利
を
失
う
こ
と
に
よ
っ

て
取
得
す
る
格
別
で
あ
る
こ
と
を
重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

支
払
拒
絶
証
書
作
成
期
間
経
過
前
に
手
形
を
紛
失
し
た
手
形
上
の
権
利
者
が
、
手
形
上
の
権
利
の
消
滅
当
時
自
己
が
権
利
者
で
あ
っ
た
こ

と
、
即
ち
、
他
人
に
よ
っ
て
善
意
取
得
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
立
証
す
る
こ
と
は
、
手
形
の
所
在
が
不
明
で
あ
る
限
り
不
可
能
で
あ

る
。
多
数
説
の
立
場
か
ら
は
、
善
意
取
得
者
が
い
な
い
こ
と
を
立
証
し
う
る
限
り
、
利
得
償
還
請
求
権
の
行
使
に
は
手
形
の
所
持
ま
た
は
こ

れ
に
代
わ
る
除
権
判
決
を
要
し
な
い
と
主
張
さ
れ
引
戸
支
払
拒
絶
証
書
作
成
期
間
経
過
後
ま
た
は
支
払
拒
絶
証
書
作
成
後
に
手
形
を
喪
失
し

た
場
合
に
は
、
善
意
取
得
の
可
能
性
は
な
い
。
銀
行
に
取
立
を
委
任
し
た
手
形
上
の
権
利
者
が
支
払
拒
絶
に
よ
り
手
形
の
返
還
を
受
け
た
後

北法31(3-4・II'43)1429 



説

ハ
臼
)

に
手
形
を
喪
失
し
た
場
合
や
、
手
形
の
盗
取
者
が
呈
示
期
間
中
手
形
の
所
持
を
継
続
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
場
合
の
よ
う
に
、
善
意
取

得
の
可
能
性
が
な
い
こ
と
を
立
証
し
う
る
場
合
も
あ
る
。
し
か
し
子
形
は
流
通
期
限
後
も
裏
書
に
よ
り
譲
渡
し
う
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
譲

渡
に
は
債
権
譲
渡
の
通
知
が
対
抗
要
件
と
し
て
要
求
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
手
形
の
所
持
を
失
っ
た
者
が
手
形
債
権
消
滅
時
の

権
利
者
と
し
て
利
得
償
還
請
求
権
を
行
使
す
る
た
め
に
は
、
か
つ
て
手
形
上
の
権
利
者
で
あ
っ
た
こ
と
と
善
意
取
得
の
可
能
性
が
な
い
こ
と

を
立
証
す
る
の
み
な
ら
ず
、
手
形
を
喪
失
す
る
ま
で
に
誰
に
も
手
形
を
譲
渡
し
な
か
っ
た
こ
と
も
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
か
か
る

m 

ii>>H 

消
極
的
立
証
は
著
し
く
困
難
で
あ
る
。

ω
善
意
取
得
者
お
よ
び
利
得
償
還
義
務
者
の
保
護

手
形
を
所
持
し
な
い
で
自
己
の
利
得
償
還
請
求
権
を
立
証
し
う
る
の
は
、
こ
の
よ
う
に
非
常
に
限
ら
れ
た
場
合
の
こ
と
に
な
る
が
、
立
証

し
う
る
よ
う
な
場
合
に
も
、
立
証
の
み
で
当
然
に
権
利
を
行
使
し
う
る
と
解
す
る
な
ら
ば
、
ど
の
程
度
の
立
証
が
あ
れ
ば
請
求
に
応
ず
べ
き

か
に
つ
い
て
、
利
得
償
還
義
務
者
は
危
険
を
負
担
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
に
な
り
、
利
得
償
還
義
務
者
の
免
責
を
容
易
に
認
め
れ
ば
、
も
し

善
意
取
得
者
が
い
れ
ば
そ
の
利
益
が
害
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
多
数
説
を
と
る
者
の
な
か
に
は
、
手
形
上
の
権
利
を
善
意
取
得
し
た
者
で
あ

っ
て
も
、
本
来
権
利
を
行
使
す
べ
き
も
の
と
定
め
ら
れ
た
期
間
内
に
権
利
を
行
使
し
な
か
っ
た
た
め
に
、
そ
の
権
利
が
利
得
償
還
請
求
権
に

変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
者
に
つ
い
て
は
、
本
来
の
手
形
所
持
人
に
与
え
ら
れ
る
べ
き
保
護
を
そ
の
ま
ま
与
え
る
必
要
は
な
い
と
し
て
、
簡
易
な

私
的
公
示
催
告
を
提
案
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
権
利
を
主
張
す
る
者
に
簡
単
な
立
証
方
法
を
認
め
る
と
共
に
、
こ
れ
に
償
還
し
た
義
務
者
の
免

〈

m出
)

責
を
認
め
る
見
解
も
あ
る
。
し
か
し
、
善
意
取
得
者
よ
り
も
手
形
喪
失
者
の
利
益
を
尊
重
す
べ
き
理
由
は
な
く
、
ま
た
、
私
的
な
簡
易
な
公

(
凶
山
)

示
催
告
を
も
っ
て
相
当
な
立
証
方
法
と
認
め
る
べ
き
根
拠
も
な
い
。
ま
た
、
利
得
償
還
請
求
権
の
行
使
に
手
形
を
要
し
な
い
と
す
れ
ば
、
公

〈
削
山

V

示
催
告
に
よ
る
除
権
判
決
を
う
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
く
な
る
か
ら
、
大
部
分
の
場
合
に
最
も
有
力
な
立
証
方
法
を
奪
う
こ
と
に
な
り
、
善
意

取
得
者
の
利
益
を
も
害
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
手
形
の
所
持
ま
た
は
除
権
判
決
を
要
す
る
も
の
と
す
れ
ば
、
手
形
喪
失
者
お
よ
び
善
意
取
得
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者
の
正
当
な
利
益
を
ま
も
り
う
る
の
み
な
ら
ず
、
こ
れ
と
引
換
に
支
払
う
利
得
償
還
義
務
者
の
利
益
を
も
ま
も
り
う
る
こ
と
に
な
る
。

利
得
償
還
請
求
権
の
有
価
証
券
性

η「
U利

得
償
還
請
求
権
の
行
使
に
は
手
形
の
所
持
ま
た
は
除
権
判
決
が
必
要
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
は
、
関
係
者
間
の
利
益
衡
量
上
最
も
適
切

な
結
論
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
利
得
償
還
請
求
権
の
性
質
か
ら
も
肯
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

原
因
債
務
の
履
行
の
た
め
に
約
束
手
形
の
振
出
を
受
け
た
受
取
人
が
、
原
因
債
権
に
伴
う
担
保
権
を
実
行
す
る
た
め
に
原
因
債
権
を
行
使

す
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
手
形
の
返
還
が
必
要
で
あ
っ
て
、
振
出
入
は
手
形
と
引
換
に
原
因
債
務
を
履
行
す
べ
き
旨
の
抗
弁
を
な
し
う
る

が
、
か
か
る
引
換
性
・
受
戻
性
は
振
出
人
を
二
重
弁
済
の
危
険
か
ら
保
護
す
る
た
め
の
も
の
で
、
一
種
の
同
時
履
行
の
抗
弁
で
あ
る
か
ら
、

受
取
人
が
振
出
入
に
二
重
弁
済
の
危
険
の
生
ず
る
可
能
性
の
な
い
こ
と
を
立
証
す
れ
ば
、
手
形
を
返
還
し
な
く
て
も
原
因
債
権
の
行
使
を
認

め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
場
合
に
も
、
手
形
を
喪
失
し
た
受
取
人
は
、
振
出
入
に
二
重
弁
済
の
危
険
の
な
い
こ
と
を
い
か
な
る
場
合
に

い
か
な
る
方
法
で
立
証
し
う
る
か
に
つ
い
て
、
同
様
の
問
題
が
生
じ
う
る
。
し
か
し
こ
の
場
合
の
原
因
債
権
は
、
特
定
の
当
事
者
間
に
お
け

る
原
因
関
係
上
の
契
約
に
よ
っ
て
生
ず
る
通
常
の
指
名
債
権
で
あ
る
か
ら
、
受
取
人
は
、
振
出
人
に
二
重
弁
済
の
危
険
の
な
い
こ
と
を
立
証

し
う
る
な
ら
ば
、
除
権
判
決
を
得
な
く
て
も
原
因
債
権
を
行
使
し
う
る
。

手形法上の利得償還請求権

し
か
し
な
が
ら
、
利
得
償
還
請
求
権
は
、
そ
の
内
容
の
面
に
お
い
て
は
、
手
形
債
務
を
免
れ
た
利
得
者
に
対
す
る
原
因
債
権
と
同
じ
で
あ

つ
で
も
、
そ
の
帰
属
主
体
は
、
原
因
債
権
者
と
は
異
な
り
、
韓
転
流
通
す
る
手
形
上
の
権
利
の
帰
属
し
て
い
た
者
で
あ
る
か
ら
、
利
得
償
還

請
求
権
を
取
得
す
る
者
の
特
定
方
法
は
手
形
上
の
権
利
者
の
特
定
方
法
と
同
じ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
手
形
上
の
権
利
は
、
流
通
期
限
後

で
あ
っ
て
も
裏
書
に
よ
っ
て
譲
渡
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
裏
書
禁
止
手
形
の
場
合
に
は
、
債
権
譲
渡
の
通
知
が
対
抗
要
件
と
し
て
必
要
と
な

る
が
、
手
形
上
の
権
利
の
譲
渡
に
は
効
力
要
件
と
し
て
手
形
の
交
付
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
、
通
常
の
手
形
と
同
様
で
あ
り
、
手
形
上
の
義

務
の
履
行
請
求
に
は
効
力
要
件
と
し
て
手
形
の
呈
示
が
常
に
必
要
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
手
形
上
の
権
利
の
も
つ
有
価
証
券
性
は
、
手
形
上
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の
権
利
者
が
そ
の
権
利
を
失
う
こ
と
に
よ
っ
て
取
得
す
る
利
得
償
還
請
求
権
の
所
在
に
つ
い
て
も
及
ぶ
も
の
と
解
さ
ざ
る
を
え
な
い
。
従
っ

て
、
利
得
の
償
還
請
求
に
は
効
力
要
件
と
し
て
常
に
手
形
の
呈
示
が
必
要
で
あ
り
、
手
形
を
喪
失
し
た
場
合
に
は
、
利
得
償
還
請
求
権
者

は
、
た
ん
に
自
己
の
権
利
の
立
証
方
法
の
一
つ
と
し
て
公
示
催
告
に
よ
る
除
権
判
決
を
利
用
し
う
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
手
形
を
呈
示
し

論

え
な
い
限
り
、
例
外
的
に
自
己
の
権
利
を
立
証
し
う
る
場
合
を
含
め
て
、
常
に
手
形
の
呈
示
に
代
わ
る
除
権
判
決
が
必
要
で
あ
る
と
解
す
べ

き
で
あ
る
。
利
得
償
還
請
求
権
を
取
得
し
た
後
に
手
形
を
喪
失
し
た
場
合
に
も
、
同
様
に
除
権
判
決
が
必
要
で
あ
る
。

手
形
上
の
権
利
を
失
っ
た
者
が
利
得
償
還
請
求
権
を
行
使
す
る
た
め
に
は
、
自
己
の
有
す
る
利
得
償
還
請
求
権
を
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
が
、
裏
書
の
連
続
す
る
手
形
を
呈
示
す
る
こ
と
に
よ
り
手
形
上
の
権
利
者
と
し
て
の
形
式
的
資
格
を
証
明
す
れ
ば
、
利
得
償
還
請
求
権

者
と
し
て
の
形
式
的
資
格
も
認
め
ら
れ
、
こ
れ
を
信
頼
し
て
請
求
に
応
じ
た
利
得
償
還
義
務
者
は
重
過
失
が
な
け
れ
ば
免
責
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。
手
形
を
呈
示
し
え
な
く
て
も
、
除
権
判
決
を
え
れ
ば
、
同
様
に
形
式
的
資
格
が
認
め
ら
れ
る
。
利
得
償
還
請
求
権
の
制
度
は
、
手
形

上
の
権
利
を
失
っ
た
者
を
保
護
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
が
、
手
形
を
喪
失
し
た
者
の
便
宜
を
は
か
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
例
外
的
に
自

己
の
権
利
を
立
証
し
う
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
除
権
判
決
を
得
な
け
れ
ば
こ
れ
を
行
使
し
え
な
い
。

利
得
償
還
義
務
の
履
行
地
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
一
般
の
指
名
債
権
と
解
す
る
多
数
説
の
立
場
に
立
つ
者
も
、
義
務
者
に
と
っ
て
利
得
償

還
請
求
権
者
が
誰
で
あ
る
か
を
確
知
し
え
な
い
か
ら
、
手
形
上
の
義
務
と
同
様
に
取
立
債
務
で
あ
っ
て
、
そ
の
履
行
の
場
所
は
義
務
者
の
営

業
所
ま
た
は
住
所
で
あ
り
、
義
務
者
は
利
得
償
還
請
求
が
あ
っ
て
始
め
て
遅
滞
に
付
さ
れ
る
も
の
と
解
し
て
い
碍
戸
利
得
償
還
請
求
権
は
、

手
形
上
の
権
剥
が
消
滅
す
る
ま
で
輯
転
疏
通
し
た
手
形
に
表
章
さ
れ
、
か
っ
、
後
述
の
よ
う
に
利
得
償
還
請
求
権
は
子
形
の
裏
書
に
よ
っ
て

譲
渡
し
う
る
も
の
で
あ
っ
て
、
手
形
上
の
権
利
の
有
価
証
券
性
は
利
得
償
還
請
求
権
の
所
在
に
つ
い
て
も
及
ぶ
も
の
と
解
す
れ
ば
、
か
か
る

結
論
は
当
然
の
こ
と
と
言
え
よ
う
。
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手形法上の利得償還請求権

(
回
)
大
判
大
正
九
・
一
・
二
九
民
録
二
六
韓
九
四
頁
。

(
日
〉
大
判
明
治
三
三
・
五
・
コ
二
民
録
六
輯
五
巻
一
一
二
頁
、
同
明
治
一
ニ
八
・
一

0
・
二
八
民
録
-
一
一
斡
一
三
九
二
頁
、
岡
大
正
九
・
コ
了
一
民
録
二
六

騎
二
一
三
頁
。

(
位
)
大
判
大
正
六
・
七
・
五
民
録
二
三
輯
一
二
八
四
頁
。

(
日
)
伊
沢
五
三
頁
、
大
隅
・
民
商
四
一
巻
五
号
七
四
九
頁
、
大
隅
H
河
本
四
一
五
頁
、
石
井

u鴻
一
四
六
頁
、
升
本
・
判
例
評
論
ニ

O
号
一
七
頁
、
鴻
一

七
七
頁
、
河
本
・
手
形
研
究
一
九
号
八
|
九
頁
、
船
山
・
法
学
一
八
巻
二
号
二
七
六

l
二
七
七
頁
、
高
窪
・
判
例
評
論
七
六
号
二
六
頁
、
北
村
・
ジ
ュ

リ
ス
ト
一
八
四
号
四

O
頁
。
利
得
償
還
請
求
権
の
譲
渡
に
つ
き
、
鈴
木
三
一
一
頁
、
大
判
大
正
四
・
一

O
'
一
三
民
録
一
一
二
科
一
六
七
九
頁
、
向
昭
和

五
・
七
・
四
新
聞
コ
二
六
三
号
六
頁
。

(
日
〉
伊
沢
五
三
頁
。

(
日
)
北
村
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
八
四
号
四

O
頁。

(
間
山
)
問
中
ハ
誠
〉
二
七
九
頁
、
浜
田
二
ハ
ご
貝
、
松
元
・
手
形
研
究
二
五
号
一
七
頁
。

〈
町
)
田
中
(
誠
)
二
七
九
|
二
八

O
頁。

(
日
)
北
沢
二

O
七
l
二
O
入
頁
、
浜
田
一
五
七
頁
、
服
部
七
四
一
1

七
四
二
一
貝
、
田
中
(
昭
)
・
手
形
小
切
手
判
例
百
選
(
新
版
・
増
補
)
一
一
一
一
一
二
頁

(
こ
の
論
文
は
以
下
で
は
著
者
名
の
み
で
引
用
す
る
)
、
前
回
二
二
九
頁
、
前
回
「
利
得
償
還
請
求
権
」
学
習
院
大
学
法
学
部
研
究
年
報
日
七
1
一一

頁。

(
印
〉
な
お
、
松
本
九
六
|
九
七
頁
は
、
除
権
判
決
の
あ
る
場
合
を
除
い
て
、
義
務
者
は
手
形
と
引
換
に
の
み
利
得
の
償
還
を
な
す
べ
き
も
の
と
す
る
。
納

富
一
一
一
二
二
頁
・
一
一
三
六
百
ハ
は
、
手
形
の
占
有
は
利
得
償
還
請
求
権
行
使
の
要
件
で
あ
り
、
除
権
判
決
を
得
た
者
は
利
得
償
還
請
求
権
を
行
使
し
う

る
と
す
る
が
、
納
富
一
一
三
五
頁
註
七
は
、
除
権
判
決
は
手
形
上
の
権
利
の
た
め
に
求
め
う
る
に
と
ど
ま
り
、
手
形
上
の
権
利
が
消
滅
す
れ
ば
、
利
得

償
還
請
求
権
の
た
め
に
こ
れ
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
と
解
し
て
い
る
。

(ω
〉
大
隅
・
民
商
四
一
巻
五
号
七
四
九
頁
、
宜
同
窪
・
判
例
評
論
七
六
号
二
七
頁
。

ハ
臼
)
高
窪
・
判
例
評
論
七
六
号
ニ
六
頁
、
北
村
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
-
八
四
号
四

O
頁。

(
位
)
大
隅
H
河
本
四
一
五
頁
、
河
本
・
手
形
研
究
一
九
号
九
頁
、
同
・
手
形
小
切
手
判
例
百
選
(
新
版
・
増
補
)
三
二
一
頁
、
高
窪
・
判
例
評
論
七
六
号

二
七
頁
、
向
「
利
得
償
還
誇
求
権
と
証
券
の
所
持
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
学
説
展
望
一
一
一
五
頁
。
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説

ハ
日
)
北
沢
二

O
入
頁
、
浜
田
一
五
七
頁
、
服
部
七
四
三
頁
。

(
臼
〉
鈴
木
「
除
権
判
決
」
民
事
訴
訟
法
講
座
五
巻
一
四
七
一

l
一
四
七
六
頁
。

(
白
山
)
北
沢
二

O
八
頁
、
前
回
二
二
九
頁
、
前
回
「
利
得
償
還
請
求
権
」
一

O
l
一
一
一
貝
。

(
飴
)
浜
田
一
五
九
頁
、
鴻
一
八

O
頁
、
河
本
二
四
八
頁
。

論

四

利
得
償
還
請
求
権
の
譲
渡

ω
債
権
譲
渡
の
通
知
と
手
形
の
交
付

利
得
償
還
請
求
権
の
譲
渡
は
、
通
説
に
よ
れ
ば
、
指
名
債
権
の
譲
渡
方
法
に
よ
っ
て
な
さ
れ
、
裏
者
一
聞
の
方
法
に
よ
り
え
な
い
も
の
と
解
さ

れ
て
い
る
一
切
手
形
の
交
付
の
要
否
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
ふ
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
利
得
償
還
請
求
権
の
行
使
に
は
ま
般
の
所
持
を

要
し
な
い
と
解
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
譲
渡
に
つ
い
て
も
手
形
の
交
付
を
要
し
な
い
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
い
剣
山
そ
の
行
使
に
手
形
の
所
持
を

要
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
譲
渡
に
も
手
形
の
交
付
を
要
す
る
こ
と
に
な
り
、
従
っ
て
、
そ
の
譲
渡
方
法
は
裏
書
禁
止
手
形
の
ご
と
き
記
名
証
券

の
譲
渡
方
法
と
同
一
に
な
一
物
判
例
は
、
利
得
償
還
請
求
権
は
法
律
の
規
定
に
よ
っ
て
付
与
さ
れ
た
指
名
債
権
で
あ
っ
て
手
形
上
の
権
利
で

は
な
い
か
ら
、
そ
の
譲
渡
は
当
事
者
の
合
意
の
み
に
よ
っ
て
成
立
し
、
そ
の
譲
渡
に
当
っ
て
手
形
の
所
持
を
と
も
な
う
こ
と
を
要
せ
ず
、
手

形
の
裏
書
に
よ
っ
て
は
譲
渡
し
え
な
い
か
ら
、
民
法
四
六
七
条
の
手
続
を
ふ
ま
な
け
れ
ば
債
務
者
に
対
抗
し
え
な
い
も
の
と
解
し
て
い
る
。

前
述
の
よ
う
に
、
利
得
償
還
請
求
権
は
、
利
益
衡
量
か
ら
み
た
結
果
の
妥
当
性
か
ら
も
、
ま
た
、
そ
の
所
在
の
面
に
お
け
る
性
質
か
ら

も
、
そ
の
行
使
に
は
手
形
の
呈
示
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
譲
渡
に
も
効
力
要
件
と
し
て
手
形
の
交
付
が
必
要
で
あ
る
。
も

し
譲
渡
に
は
手
形
の
交
付
を
要
し
な
い
も
の
と
解
す
れ
ば
、
手
形
上
の
遡
求
権
が
消
滅
し
た
場
合
に
そ
の
遡
求
義
務
者
が
利
得
を
有
す
る
と
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き
は
、
手
形
の
期
限
後
裏
書
に
よ
り
主
た
る
義
務
者
に
対
す
る
手
形
上
の
権
利
を
被
裏
書
人
に
譲
渡
し
な
が
ら
、
遡
求
義
務
者
に
対
す
る
利

ハ

η〉

得
償
還
請
求
権
を
別
人
に
譲
渡
す
る
と
い
う
不
当
な
結
果
が
生
じ
う
る
こ
と
に
な
る
。
さ
り
と
て
、
か
か
る
不
当
な
結
果
が
生
じ
え
な
い
よ

う
に
す
る
た
め
に
、
利
得
償
還
請
求
権
は
す
パ
て
の
手
形
上
の
権
利
が
消
滅
し
た
と
き
に
は
じ
め
て
発
生
し
う
る
と
解
す
べ
き
も
の
で
は
な

い
。
こ
の
点
か
ら
も
、
利
得
償
還
請
求
権
は
そ
の
行
使
お
よ
び
譲
渡
に
証
券
(
手
形
)
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
有
価
証
券
性

が
肯
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(2) 

手
形
の
裏
書
に
よ
る
譲
渡

少
数
説
は
、
利
得
償
還
請
求
権
の
譲
渡
に
手
形
の
交
付
を
要
す
る
も
の
と
解
し
て
い
る
が
、
そ
の
多
く
は
、
手
形
の
裏
書
に
よ
る
譲
渡
を

(
明
日
)

認
め
ず
、
裏
書
禁
止
手
形
と
同
様
の
記
名
証
券
性
を
認
め
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
利
得
償
還
請
求
権
は
、
手
形
上
の
権

利
が
一
た
ん
消
滅
し
て
利
得
の
存
在
お
よ
び
限
度
で
復
活
し
た
も
の
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
に
よ
り
、
消
滅
し
た
手
形
上
の
権
利
と
同
様

に
、
そ
の
復
活
し
た
利
得
償
還
請
求
権
は
手
形
証
券
に
表
章
さ
れ
、
手
形
証
券
の
裏
書
交
付
に
よ
っ
て
譲
渡
さ
れ
る
と
主
張
し
て
、
期
限
後

〈
川
内
〉

の
手
形
と
同
様
の
指
図
証
券
性
を
認
め
る
見
解
も
あ
る
。
と
の
見
解
が
刺
得
償
還
請
求
権
の
一
般
的
・
抽
象
的
な
、
し
か
も
比
倫
的
な
性
質

論
に
よ
っ
て
そ
の
指
図
証
券
性
を
論
ず
る
こ
と
に
は
賛
成
し
え
な
い
が
、
具
体
的
な
法
律
関
係
に
つ
い
て
説
く
と
こ
ろ
は
傾
聴
す
べ
き
も
の

手形法上の利得償還請求権

で
あ
る
。

利
得
償
還
請
求
権
に
記
名
証
券
性
を
認
め
る
説
は
、
利
得
償
還
請
求
権
は
手
形
上
の
権
利
と
異
な
り
輯
転
流
通
す
る
こ
と
を
当
然
に
予
定

さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
単
な
る
裏
書
交
付
の
み
で
は
譲
渡
し
え
な
い
と
す
る
が
、
裏
書
に
よ
る
譲
渡
は
必
ず
し
も
権
利
の
流
通

性
を
促
進
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
の
み
認
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
手
形
の
流
通
期
限
経
過
後
に
お
い
て
も
、
期
限
後
裏
書
の
よ
う
に
、

人
的
抗
弁
を
切
断
す
る
効
カ
や
担
保
的
効
力
も
な
く
、
善
意
取
得
も
認
め
ら
れ
な
い
が
、
裏
書
の
み
に
よ
る
譲
渡
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
記

名
証
券
性
と
期
限
後
裏
金
田
に
み
ら
れ
る
指
図
証
券
性
と
の
聞
に
は
、
あ
ま
り
大
き
な
差
異
は
存
し
な
い
が
、
記
名
証
券
と
す
れ
ば
、
債
権
譲
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説

渡
の
通
知
が
対
抗
要
件
と
し
て
必
要
で
あ
る
か
ら
、
債
務
者
は
通
知
の
つ
ど
譲
受
人
を
確
知
し
う
る
が
、
指
図
証
券
と
す
れ
ば
、
債
務
者
は

こ
れ
を
確
知
し
が
た
い
と
い
う
違
い
が
生
じ
、
譲
渡
の
つ
ど
人
的
抗
弁
が
累
積
し
う
る
場
合
に
は
、
記
名
証
券
の
方
が
白
地
式
裏
書
も
認
め

ら
れ
る
指
図
証
券
よ
り
も
債
務
者
に
と
っ
て
は
有
利
に
な
る
と
も
芳
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
手
形
が
指
図
証
券
で
あ
る
限
り
、
手
形
上
の
権

利
の
消
滅
に
よ
っ
て
利
得
償
還
請
求
権
を
取
得
す
る
最
初
の
権
利
者
を
義
務
者
は
確
知
し
が
た
い
か
ら
、
そ
の
後
の
譲
渡
に
通
知
を
要
求
し

て
も
、
そ
れ
ほ
ど
意
味
が
あ
る
と
も
い
え
な
い
。

論

利
得
償
還
請
求
権
の
譲
渡
に
は
手
形
の
交
付
が
必
要
で
あ
る
か
ら
、
譲
、
渡
の
通
知
に
は
確
定
日
付
は
不
要
で
あ
り
、
譲
渡
人
が
手
形
に
通

知
書
を
添
付
し
、
譲
受
人
は
証
券
と
共
に
通
知
書
を
呈
示
し
て
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
も
認
め
ら
れ
、
通
知
書
の
譲
受
人
の
指
定
を
白
地
に

し
て
お
く
こ
と
も
認
め
ら
れ
よ
一
初
さ
ら
に
、
通
知
を
手
形
に
記
載
す
る
こ
と
も
認
め
ら
れ
よ
う
。
従
っ
て
、
記
名
証
券
に
裏
書
を
し
て
譲

渡
し
た
場
合
に
は
、

か
か
る
裏
書
に
は
指
図
証
券
で
は
な
い
か
ら
資
格
授
与
的
効
力
は
認
め
ら
れ
な
い
が
、
譲
渡
の
意
思
表
示
と
譲
渡
通
知

の
記
載
と
し
て
の
効
力
を
認
め
う
る
も
の
で
あ
り
、
譲
受
人
は
、
か
か
る
証
券
を
受
領
し
こ
れ
を
債
務
者
に
呈
示
す
れ
ば
、
記
名
証
券
を
有

効
に
譲
受
け
、
か
つ
譲
渡
通
知
が
債
務
者
に
到
達
し
た
も
の
と
し
て
、
証
券
上
の
権
利
を
行
使
し
う
る
が
、
債
務
者
は
、
証
券
の
呈
示
に
よ

り
譲
渡
通
知
が
到
達
す
る
ま
で
に
生
じ
た
譲
渡
人
に
対
す
る
抗
弁
事
由
を
も
っ
て
譲
受
人
に
対
抗
し
う
る
こ
と
に
な
坊
が
こ
の
よ
う
に
解
す

れ
ば
、
記
名
証
券
の
場
合
に
は
指
図
証
券
と
異
な
り
通
知
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
差
異
は
重
要
性
を
有
し
な
い
。

指
図
証
券
の
裏
書
に
は
資
格
授
与
的
効
力
が
認
め
ら
れ
る
点
に
お
い
て
、
記
名
証
券
性
と
期
限
後
裏
書
に
み
ら
れ
る
指
図
証
券
性
と
の
聞

に
差
異
が
存
す
る
が
、
利
得
償
還
請
求
権
の
場
合
に
、
当
初
の
権
利
者
が
期
限
後
裏
書
に
よ
り
形
式
的
資
格
が
認
め
ら
れ
る
の
み
な
ら
ず
、

利
得
償
還
請
求
権
を
譲
受
け
た
者
に
も
形
式
的
資
格
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、
権
利
者
と
義
務
者
の
双
方
に
平
等
の
利
益
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に

な
る
。
利
得
償
還
請
求
権
者
は
、
手
形
の
所
持
を
失
っ
た
場
合
に
は
、
手
形
の
所
持
人
に
よ
る
利
得
の
償
還
請
求
に
応
じ
た
悪
意
・
重
過
失

の
な
い
償
還
義
務
者
が
免
責
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
不
利
益
を
受
け
う
る
が
、
利
得
償
還
請
求
権
の
善
意
取
得
は
認
め
ら
れ
な
い
か
ら
、
手
形
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の
返
還
か
利
得
償
還
金
の
返
還
を
求
め
う
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
利
益
は
充
分
に
保
護
さ
れ
て
い
る
も
の
と
解
し
う
る
。

こ
の
よ
う
に
芳
え
て
く
る
と
、
裏
書
禁
止
手
形
の
場
合
に
は
、
利
得
償
還
請
求
権
に
指
図
証
券
性
を
認
め
る
理
由
は
な
い
が
、
手
形
が
指

図
証
券
で
あ
っ
た
場
合
に
は
、
利
得
償
還
請
求
権
に
も
、
手
形
上
の
権
利
が
消
滅
し
た
時
点
に
お
い
て
認
め
ら
れ
た
と
同
様
の
、
期
限
後
裏

書
に
み
ら
れ
る
指
図
証
券
性
を
認
め
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
利
得
償
還
請
求
権
の
性
質
か
ら
考
え
て
も
、
こ
の
権
利
は
、
指
図
証
券
た
る
手

形
上
の
権
利
の
帰
属
主
体
が
そ
の
権
利
を
失
う
こ
と
に
よ
っ
て
取
得
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
権
利
の
当
初
の
帰
属
主
体
の
特
定
方
法

は
消
滅
し
た
手
形
上
の
権
利
の
帰
属
主
体
の
特
定
方
法
と
同
じ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
後
の
帰
属
主
体
の
特
定
方
法
も

同
様
に
解
し
、
権
利
の
行
使
方
法
も
譲
渡
方
法
も
共
に
期
限
後
裏
書
の
な
さ
れ
る
手
形
上
の
権
利
と
同
様
に
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
従
っ

て
、
遡
求
義
務
者
に
対
す
る
利
得
償
還
請
求
権
が
成
立
す
る
場
合
に
は
、
手
形
は
手
形
上
の
権
制
と
利
得
償
還
請
求
権
と
を
共
に
表
章
し
、

こ
れ
ら
の
権
利
は
共
に
手
形
の
裏
書
に
よ
っ
て
譲
渡
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

手形法上の利得償還請求権

(
m
山
〉
松
本
九
五
頁
、
田
中
〈
耕
〉

四
六
頁
。

(
四
回
)
大
隅
H
河
本
四

O
八
頁
・
四
一
一
一
頁
、
鴻
一
七
六
頁
、
高
窪
「
利
得
償
還
請
求
権
と
証
券
の
所
持
」
前
掲
一
一
一
五
頁
。

ハ
ω)
田
中
ハ
誠
〉
二
七
九
頁
、
浜
田
二
ハ
二
貝
、
北
沢
二

O
九
頁
、
前
回
一
一
二
九
頁
、
回
中
ハ
昭
)
一
三
二
|
一
三
三
頁
。

(
初
)
大
判
昭
和
五
・
七
・
囚
新
聞
コ
二
六
三
号
六
頁
。

(n〉
大
判
大
正
四
・

-
0
・
一
三
民
録
二
一
輯
一
六
七
九
頁
。

(
花
〉
服
部
七
四
八
頁
。

(

m

)

〔

ω〉
参
照
。

(
日
〉
服
部
七
五
一

i
七
五
二
頁
。

ハ
祁
)
前
回
二
二
九
頁
。

(
叩
川
)
服
部
七
四
六

i
七
四
七
頁
。

一
九
六
頁
、
竹
田
五
五
頁
、
伊
沢
・
手
形
法
・
小
切
手
法
二
三
二
頁
、
鈴
木
三
一
一
頁
、
大
隅
六
二
頁
、
石
井
H
鴻
-
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説

(
打
〉
鈴
木
三

O
l一
一
二
頁
(
二
二
)
、
平
出
・
商
事
判
例
研
究
ジ
ュ
リ
ス
ト
七

O
六
号
二
ハ
一
一
貝
。

(
河
〉
平
出
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
七

O
六
号
二
ハ
一
一
貝
、
同
・
商
行
為
、
法
一
八
五

l
一
八
六
頁
。

論

五

利
得
償
還
請
求
権
の
消
滅
時
効

ω
学
説
・
判
例
の
推
移

利
得
償
還
請
求
権
の
消
滅
時
効
に
つ
い
て
は
特
に
規
定
が
な
い
。
大
審
院
の
判
例
は
、

一
貫
し
て
、
そ
れ
が
手
形
行
為
に
よ
っ
て
生
ず
る

も
の
で
は
な
い
て
と
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
他
何
ら
の
商
行
為
に
よ
っ
て
生
ず
る
も
の
で
も
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
普
通
債
権
に
対
す
る
時
効

ハm悶
)

を
適
用
し
、
そ
の
権
利
を
行
使
し
う
ぺ
ぎ
時
か
ら
一

O
年
の
経
過
に
よ
り
消
滅
す
る
も
の
と
し
、
手
形
債
権
が
特
別
時
効
に
よ
っ
て
消
滅
す

る
以
上
は
、
利
得
償
還
請
求
権
に
普
通
債
権
の
一

O
年
の
時
効
を
適
用
し
て
も
、
手
形
債
務
者
は
完
全
に
時
効
の
利
益
を
享
受
し
な
い
も
の

〈
刷
出
)

と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
い
る
。

学
説
も
、
古
く
は
、
利
得
償
還
請
求
権
は
、
権
利
者
と
義
務
者
と
の
聞
に
直
接
法
律
行
為
上
の
関
係
を
必
要
と
し
な
い
か
ら
手
形
授
受
の

原
因
関
係
か
ら
発
生
す
る
権
利
で
は
な
く
、
手
形
上
の
権
利
で
も
な
く
、
手
形
上
の
権
利
の
残
存
物
と
も
認
め
ら
れ
ず
、
衡
平
の
見
地
か
ら

(mv 

法
律
の
規
定
に
よ
っ
て
特
に
認
め
ら
れ
た
一
種
特
別
の
請
求
権
で
あ
る
と
し
て
、
あ
る
い
は
、
利
得
償
還
請
求
権
が
商
行
為
上
の
債
権
で
な

い
こ
と
は
、
殊
に
商
行
為
を
制
限
的
に
列
挙
し
て
い
る
わ
が
商
法
の
も
と
で
は
明
瞭
で
あ
る
し
、
ま
た
、
利
得
の
証
明
は
極
め
て
困
難
で
あ

る
こ
と
や
、
手
形
債
権
が
消
滅
し
て
も
他
に
救
済
方
法
の
あ
る
場
合
に
は
こ
の
請
求
権
が
生
じ
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
、

(
m
M
V
 

際
上
も
債
務
者
に
さ
ほ
ど
酷
な
も
の
で
は
な
い
と
し
て
、
判
例
を
支
持
し
て
い
た
。
も
っ
と
も
、
解
釈
論
と
し
て
は
一

O
年
説
を
と
り
な
が

ら
、
立
法
論
と
し
て
は
一

O
年
は
長
き
に
失
し
、
明
文
を
も
っ
て
三
年
ま
た
は
五
年
程
度
に
短
縮
す
る
の
が
至
当
で
あ
る
と
す
る
も
の
も
あ

一
O
年
の
時
効
は
実

北法31(3-4・n.52)1438 



ハ
印
刷
}

っ
た
。そ

の
後
の
学
説
の
推
移
を
見
る
と
、
利
得
償
還
請
求
権
の
性
質
を
従
来
の
学
説
と
同
様
に
解
し
な
が
ら
、
そ
の
消
滅
時
効
に
つ
い
て
は
、

(
刷
出
)

一
O
年
説
を
し
り
ぞ
け
て
五
年
の
商
事
時
効
(
商
法
五
二
二
条
)
に
か
か
る
も
の
と
解
す
る
説
が
有
力
に
主
張
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、

手
形
債
権
が
消
滅
し
て
利
得
償
還
請
求
権
が
発
生
す
る
の
は
、
既
存
の
法
律
関
係
の
形
式
的
変
更
で
あ
っ
て
、
既
存
の
債
務
関
係
が
実
質
的

に
変
更
を
受
け
た
も
の
と
い
う
こ
と
は
で
き
ず
、
従
っ
て
、
債
務
関
係
の
本
体
は
形
式
上
は
非
手
形
関
係
に
変
わ
っ
て
も
、
商
行
為
よ
り
生

じ
た
債
務
関
係
た
る
性
質
は
依
然
と
し
て
存
続
す
る
も
の
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
、
ま
た
、
利
得
償
還
請
求
権
の
消
滅
時
効
を
民
法

の
規
定
に
よ
り
一

O
年
と
す
れ
ば
、
手
形
時
効
の
三
年
を
加
え
て
一
三
年
の
時
効
期
聞
は
民
法
の
普
通
債
権
よ
り
長
い
の
み
な
ら
ず
、
決
済

の
敏
活
を
重
ん
ず
る
取
引
の
実
際
と
商
事
時
効
の
精
神
に
も
と
る
こ
と
甚
だ
し
い
と
し
て
、
五
年
説
が
主
張
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
利
得
償
還

請
求
権
を
も
っ
て
、
手
形
上
の
権
利
で
は
な
い
が
、
実
質
的
に
は
手
形
上
の
権
利
の
変
形
物
な
い
し
残
存
物
と
解
す
る
立
場
が
有
力
と
な
り
、

ハ

国

別

〉

(

明

引

〉

(

凶

∞

〉

時
効
期
間
も
、
商
行
為
に
よ
っ
て
生
じ
た
債
権
に
準
じ
て
、
手
形
行
為
の
商
行
為
性
を
受
け
て
、
ま
た
は
商
行
為
に
よ
る
債
権
と
し
て
、

五
年
と
解
す
る
よ
う
に
な
り
、
五
年
説
が
現
在
の
通
説
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
学
説
の
推
移
に
応
じ
て
、
判
例
も
五
年
説
を
と
る
よ

(
m由
)

う
に
な
っ
た
。

手形法上の利得償還請求権

学
説
に
は
、
さ
ら
に
、
解
釈
論
と
し
て
は
五
年
説
を
と
り
な
が
ら
、
立
法
論
と
し
て
は
、
ド
イ
ツ
法
の
よ
う
に
消
滅
前
の
手
形
上
の
権
利

(

m
加
〉

の
消
滅
時
効
期
間
に
あ
わ
せ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
主
張
ゃ
、
一
応
五
年
の
商
事
時
効
と
解
し
な
が
ら
、
三
年
の
手
形
時
効
に
服
す
る
と
解

〈

凶

)

ハ

m出
一
)

し
う
る
旨
を
示
唆
す
る
も
の
や
、
こ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
解
釈
論
と
し
て
三
年
を
主
張
す
る
見
解
も
あ
る
。

既
存
債
権
の
消
滅
時
効
期
間

n
d
 

手
形
取
引
に
よ
る
権
利
関
係
の
迅
速
な
決
済
を
は
か
る
た
め
に
、
利
得
償
還
請
求
権
の
消
滅
時
効
期
聞
を
な
る
べ
く
短
く
し
よ
う
と
す
る

解
釈
的
努
力
は
評
価
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

一
般
に
主
張
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
立
法
論
と
し
て
は
絶
対
的
商
行
為
を
認
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説

め
忍
べ
き
で
は
な
く
、
従
っ
て
、
解
釈
論
と
し
て
も
商
法
五

O
一
条
を
制
限
的
に
解
釈
す
べ
き
で
あ
っ
て
、

一
O
年
の
民
事
時
効
の
規
定
の

自命

適
用
を
免
れ
る
た
め
に
、
商
法
五

O
一
条
四
号
を
拡
張
解
釈
し
て
五
年
の
商
事
時
効
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
に
は
臨
時
を
感
じ
る
。
ま
た

窮
余
の
一
策
と
し
て
拡
張
解
釈
を
し
五
年
説
を
と
っ
て
も
、
手
形
上
の
主
た
る
債
務
者
に
つ
い
て
い
え
ば
、
手
形
債
務
の
消
滅
時
効
期
間
三

年
を
加
え
て
八
年
は
、
や
は
り
長
す
ぎ
る
と
も
い
え
よ
う
。

学
説
の
な
か
に
は
、
解
釈
論
と
し
て
三
年
を
主
張
す
る
見
解
も
あ
る
が
、
手
形
上
の
権
利
が
手
続
の
欠
故
に
よ
っ
て
消
滅
し
た
場
合
は
と

も
か
く
、
時
効
に
よ
っ
て
消
滅
し
た
場
合
に
も
、
利
得
償
還
請
求
権
が
実
質
的
に
は
手
形
上
の
権
利
の
残
存
物
な
い
し
変
形
物
で
あ
る
こ
と

を
理
由
に
、
そ
の
時
効
期
聞
を
手
形
上
の
権
利
と
同
様
に
三
年
と
解
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
ま
た
、
統
一
条
約
自
体
が
直
接
規
定
す
る

権
利
と
異
な
り
、
統
一
条
約
の
留
保
条
項
に
基
づ
い
て
締
約
国
が
自
治
的
に
規
定
す
る
利
得
償
還
請
求
権
に
つ
い
て
は
、
ド
イ
ツ
法
が
三
年

の
消
滅
時
効
を
規
定
し
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
規
定
の
な
い
わ
が
国
で
も
三
年
と
解
す
る
の
が
条
理
に
か
な
労

f
主
張
す
る
の
は
無
理
で
あ

る
。
あ
る
い
は
、
五
年
説
を
と
り
つ
つ
、
利
得
償
還
請
求
権
の
時
効
期
間
は
手
形
上
の
権
利
の
消
滅
の
と
き
か
ら
五
年
と
せ
ず
、
手
形
上
の

権
利
と
そ
の
変
形
た
る
利
得
償
還
請
求
権
と
合
わ
せ
た
も
の
が
五
年
の
商
事
時
効
に
服
す
る
と
解
し
え
な
い
も
の
か
と
い
う
問
題
提
起
も
あ

い
例
目
こ
れ
は
、
利
得
償
還
請
求
権
を
予
形
上
の
権
利
の
変
形
と
み
る
考
え
方
を
徹
底
さ
せ
て
、
同
一
の
手
形
行
為
に
よ
っ
て
手
形
上
の
権
利

と
、
法
定
条
件
つ
き
で
そ
の
変
形
た
る
利
得
償
還
請
求
権
と
の
両
者
が
生
ず
る
と
い
う
見
解
に
基
づ
く
も
の
で
あ
ろ
、
初
し
か
し
、
手
形
債

権
は
記
載
文
言
に
よ
る
無
図
的
抽
象
的
な
権
利
で
あ
る
が
、
利
得
償
還
請
求
権
は
有
国
的
具
体
的
権
利
で
あ
っ
て
、
両
者
は
そ
の
内
容
の
面

に
お
い
て
は
性
質
が
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
性
質
の
異
な
る
権
利
が
同
一
の
手
形
行
為
に
よ
っ
て
生
ず
る
も
の
と
解

す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。

利
得
償
還
請
求
権
は
、
手
形
債
権
が
消
滅
し
た
場
合
に
、
衡
平
の
見
地
か
ら
子
形
債
権
者
に
手
形
法
が
特
に
与
え
た
特
別
の
権
利
で
あ
る

が
、
手
形
債
権
者
の
利
益
の
保
護
の
み
を
は
か
る
た
め
の
も
の
で
は
な
い
。
手
形
債
務
者
は
、
手
形
債
務
の
履
行
を
請
求
さ
れ
る
場
合
に
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は
、
当
然
に
人
的
抗
弁
の
切
断
と
い
う
不
利
益
を
受
け
る
が
、
手
形
債
務
を
免
れ
た
者
に
対
し
て
衡
平
の
見
地
か
ら
特
に
認
め
ら
れ
る
利
得

償
還
請
求
権
の
場
合
に
は
、
手
形
授
受
の
実
質
関
係
上
履
行
す
る
こ
と
を
要
し
た
既
存
債
務
よ
り
も
不
利
益
を
受
け
る
べ
き
理
由
は
な
い
。

利
得
償
還
請
求
権
は
、
手
形
授
受
の
直
接
当
事
者
間
に
の
み
認
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
手
形
債
権
者
の
有
す
る
実
質
関
係
上
の
既
存

債
権
で
は
な
い
が
、
内
容
的
に
は
、
子
形
債
権
の
残
存
物
な
い
し
変
形
物
で
は
な
く
て
、
手
形
債
務
を
免
れ
た
利
得
者
に
対
す
る
実
質
関
係

上
の
既
存
債
権
の
変
形
物
と
解
す
べ
き
で
あ
羽
山
従
っ
て
、
利
得
償
還
義
務
者
は
、
時
効
の
抗
弁
を
含
め
て
、
既
存
債
務
に
つ
い
て
の
抗
弁

を
も
っ
て
利
得
償
還
請
求
に
対
抗
し
う
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
解
す
る
と
、
利
得
償
還
請
求
に
つ
い
て
独
立
に
消
滅
時
効
を
考
え
る
べ
き
で
は
な
く
、
そ
の
時
効
期
聞
は
利
得
償
還
義
務
者

に
対
す
る
既
存
債
権
の
消
滅
時
効
期
間
に
よ
る
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
、
か
か
る
既
存
債
権
が
商
行
為
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
た
め

五
年
の
時
効
で
消
滅
す
れ
ば
、
利
得
償
還
請
求
も
こ
れ
に
よ
り
消
滅
す
る
こ
と
に
な
る
。
も
し
、
既
存
債
権
が
一
般
の
民
事
債
権
で
あ
る
た

め
一

O
年
の
時
効
で
消
滅
す
れ
ば
、
利
得
償
還
請
求
権
も
こ
れ
に
よ
り
消
滅
す
る
こ
と
に
な
殺

手形法上の利得償還請求権

(
乃
)
大
判
明
治
四
五
・
四
・
一
七
民
録
一
八
韓
三
九
七
頁
、
同
大
正
八
・
ニ
・
二
六
民
録
二
五
韓
三
八
一
頁
、
同
大
正
一

0
・
二
・
二
ハ
民
録
二
七
輯
三

一
四
頁
。

(

m

加
)
大
判
大
正

-
0
・
二
・
三
ハ
前
掲
。

〈
別
)
松
波
・
日
本
手
形
法
三
三
五
頁
、
青
木
・
改
正
手
形
法
論
ニ

O
一
一
良
、
松
本
九
三
頁
・
九
五
頁
、
竹
田
・
論
叢
二
巻
五
号
七

O
一
頁
・
同
一

O
巻一

号
八
八
頁
。
た
だ
し
、
竹
田
五
五
頁
参
照
。
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Right of Reimbursement of Benefit under the 

La W of Bills and N otes 

Y oshimichi HIRAIDE* 

A right of reimbursement of benefit under the Law of Bi1Is 

and Notes is different from a right to demand the return of benefit 

without legaI cause under the CiviI Code. The Ieading theory and 

the judiciaI precedent in Japan understand a right of reimbursement 

as a special right given by the Law of Bills and Notes to the holder 

of a bill/note， who has lost his rights arising out of a bill/note 

because of his failure to take requisite proceedings or of prescrip-

tion， in order to coordinate an interest among the parties of nego-

tiation of a bill/note in view of equity. But acocrding to the theory 

of the minority， the right of reimbursement is understood as the 

alteration or the residuum of rights arising out of a bill/note in 

its substantial nature. There is no common understanding of the 

requirements for getting， transferring and exercising a right of 

reimbursement. 

When any of rights arising out of a bill/note has been extin-

guished on account of any failure to take requisite proceedings or 

of prescription， it should be understood that the holder of the bill/ 
note may claim reimbursement of bene批 again日tany of the drawer， 
accepter or endorsers， who has got benefit in the background of 

drawing， accepting or endorsing the bill/note， even if the holder 

may exercise other rights， arising out of the bill/note or of a con-

tract in the background， against other parties of the bill/note. A 
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right of reimbursement of benefit should be understood， in its 

substantial nature， as the alteration of a right arising out of a con-

tract in the background. In other words， when the holder of a bill/ 

note has lost his right arising out of it against a party who has 

got benefit in the background， he is entitled by the Law of Bills and 

Notes to exercise a right of other party， arising out of a contract 

in the background， against the party who has got bene貧tin the 

background， in order to settle all problems among the parties of a 

bill/note， arising out of it and of contracts in the background. 

Therefore， a right of reimbursement should not be more than a right 

arising out of a contract in the background， and a period of pre-

scription should be the same. 

Since only the hold巴ris entitled to reimbursement， the way of 

exercising the right should be the same as of a right arising out 

of a bill/note， and the way of transferring it should be the same 

as a bill/note after maturing. 
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